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1. 我が国を取り巻く物流の現状
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物流業界の規模

※ 国土交通省統計資料より、国土交通省総合政策局物流政策課作成。
※ データは令和元年度のもの（一部例外、推計値有り）。この他に内航利用運送事業者、自動車利用運送事業者が存在。
※ 一部の業種については、報告提出事業者のみの合計の数値。
※全産業の売上高（営業収入）は財務総合政策研究所「年次別法人企業統計調査（令和２年度）、就業者数は総務省「労働力調査」2020年より。

区分 営業収入（億円） 事業者数 従業員数（千人） 中小企業率

トラック運送業
（青ナンバー）

193,576 62,559
(他に軽貨物176,859）

1,940 99.9%

JR貨物 1,610 1 5 -

内航海運業 8,604 3,376 69 99.7%

外航海運業 32,494 190 7 58.7%

港湾運送業 9,784 859 51 88.2%

航空貨物運送事業 2,719 22 42 50.0%

鉄道利用運送事業 3,311 1,140 8 86.0%

外航利用運送事業 3,797 1,105 5 81.0%

航空利用運送事業 6,397 203 14 69.0%

倉庫業 23,202 6,382 115 91.0%

トラックターミナル業 319 16 0.5 93.8%

計 285,813 - 2,257 -

○　物流業界の主要な業種の営業収入の合計は約29兆円。従業員数は約226万人。
　　（参考）
　　　全産業の売上高（営業収入）は約1,362兆円。就業者数は約6,676万人。

4



43 43 42 41 41 41 42 42 41 41
38 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50
(億トン）(億トン）

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020

自動車 内航海運 鉄道 航空

国内貨物輸送量の推移（トンベース）

5

　国内貨物輸送量の推移

• 国内貨物輸送量は輸送重量（トンベース）では、国内貨物輸送量は、ほぼ横ばいで推移して
いたが、2020年度は大幅に減少した。

• 国内貨物のモード別輸送（トンキロベース）は、自動車が約５割、内航海運が約４割を占め、
鉄道の占める割合は全体の５％程度。

出典：国土交通省総合政策局情報政策本部「自動車輸送統計年報」「鉄道輸送統計年報」「内航船舶輸送統計年報」「航空輸送統計年報」より作成。
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新型コロナウイルス感染症の影響（物流事業者への影響）

○BtoB貨物については、経済の停滞等を受け、一時大幅に貨物量が減少した。
○宅配便については、通販需要等の拡大により、取扱量の増加傾向がみられた。

（出典）国土交通省総合政策局情報政策課「トラック輸送情報」（トラック主要24社）、「内航船舶輸送統計調査」（内航海運） 、JR貨物「輸送動向について」　

　　　（鉄道貨物）、財務省「貿易統計」（国際貨物）より、国土交通省総合政策局物流政策課作成
（注）一部速報値を使用。

宅配便取扱
個数の2019
年同月比

（出典）国土交通省総合政策局情報政策課「トラック輸送情報」より、国土交通省総合政策局物流政策課作成
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【国内貨物】 2020年度累計 2021年度累計 2022年4月 2022年5月 2022年6月

　・トラック主要24社（重量トン）(％） ▲0.5 ＋3.0 ＋2.3 ＋1.8 ＋1.8

　・鉄道貨物（重量トン）(％） ▲8.6 ▲9.9 ▲13.4 ▲17.6 ▲7.1

　・内航海運：貨物船（重量トン）(％） ▲7.6 ▲17.5 ▲11.4 ▲13.1 ▲13.2

　　　　　　 　 ：油送船（重量トン）(％） ▲8.1 ▲15.0 ▲9.3 ▲6.6 ▲6.6

【国際貨物】

　・価 額 ベース(円）(％）
輸　出 ▲8.4 +10.6 +21.2 +24.2 +30.8

輸　入 ▲11.3 +9.6 +35.0 +41.7 +67.1

貨物動向（2019年同期比）
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国際海上コンテナ輸送の需給逼迫について

• 2019年～2020年前半にかけて、米中貿易摩擦・新型コロ
ナウイルス感染症の先行き懸念等により、新規コンテナ生
産が低迷

• 世界的なロックダウン等により国際貿易が一時的に縮小し
た後、2020年７月以降、“巣ごもり需要”の拡大に伴いアジ
ア発北米向け等のコンテナ荷動き量が急増

背　景

北米西岸を中心とする港湾混雑等により、コンテナ船の慢
性的な運航遅延が発生

世界的に国際海上コンテナ輸送スペースが不足し、運賃
の高騰が発生

国土交通省の取組

現状・今後の見通し

• 海上輸送運賃の高騰は継続しているが、北米西岸港におけるコンテナ船の滞船や運航スケジュールの乱れは改善傾向。

• 一方、内陸鉄道輸送の混雑や北米西岸労使交渉の影響等を懸念する声もあり、サプライチェーン全体の正常化にはもう暫く時
間を要すると予想する関係者が多い。

• 荷主・物流事業者・船社に対し、コンテナの早期引取・返却
や輸送力の増強等の協力を要請  

• 荷主・物流事業者・船社等が一堂に会した情報共有会合を、
農林水産省及び経済産業省と共同で開催

• 米国政府に対して、米国内における貨物の滞留解消に向
けた取組を働きかけ

• 在外公館等を通じて情報収集した北米西岸港及びアジア
主要港の滞船状況や港湾当局の対応等について、関係者
に情報提供
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ロサンゼルス/ロングビーチ港のコンテナ船滞船状況

北米航路（横浜⇔ロサンゼルス）のコンテナ(40ft)スポット運賃動向
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②売上高物流コスト比率の動き

平成７年度 平成２７年度 令和3年度

売上高物流コスト
比率（全業種）（※１）

6.13% 4.63%
＜0.76倍＞

5.70%

名目国内総生産
（GDP）（※２）

516.7兆円 532.1兆円
＜1.03倍＞

541.8兆円

貨物一件あたりの貨物量の推移

物流件数の推移

売上高物流コスト比率の推移(全産業)

※　出典：国土交通省
「全国貨物純流動調査
（物流センサス）」

※１　出典：ＪＩＬＳ「2021年度物流コスト調査報告書」
※２　出典：内閣府「国民経済計算（GDP統計）」



トラック運送事業の働き方をめぐる現状

①労働時間 全職業平均より約2割長い。 全産業平均より５％～10％低い。②年間賃金

④年齢構成

（万円）
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全産業平均より若年層と高齢層の割合が低い。
　　　　　　　　　　中年層の割合が高い。

③人手不足 全職業平均より約2倍高い。
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（出典）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」ほかより国土交通省作成

有効求人倍率の推移

 9.5％
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トラック運転者の年間所得の推移

※規制緩和１：事業参入について免許制から許可制に、運賃を認可制から事前届出制に変更 等。
※規制緩和２：営業区域廃止、最低車両台数を全国一律５両に、運賃を事後届出制に変更。

（出典）

年間所得：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」から
国土交通省自動車局にて作成
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自動車運送事業における時間外労働規制の見直し
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３６協定の限度

≪厚生労働大臣告示：強制力なし≫
・自動車の運転業務は、一般則（※）の
　適用を除外
・別途、改善基準告示により、拘束時間
　等の上限を規定

（※）・原則、月４５時間 かつ 年３６０時間
       ・ただし、臨時的で特別な事情がある場
　　　合、延長に上限なし（年６か月まで）（特
　　　別条項）

３６協定の限度

≪労働基準法改正により法定：罰則付き≫
・自動車の運転業務の取り扱いについては、　
　年９６０時間（月平均８０時間）
・将来的には、一般則（※）の適用を目指す

（※）・原則、月４５時間 かつ 年３６０時間
       ・特別条項でも上回ることの出来ない年間労
        働時間を設定
　　　　①　年７２０時間（月平均６０時間）
　　　　②　年７２０時間の範囲内で、一時的に事務
         量が増加する場合にも上回ることの出来な
         い上限を設定

【現行制度】 【2024年4月以降】
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注：船員数は、各年10月1日現在の乗組員数と予備船員数を合計したもので、非雇用船員を含んでいない数字であり、外国人（永住者等）を含んだ数字である。
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内航船員全体に占める３０歳未満の若年船員は近年増加（平成23年 13.2％→令和2年 19.8％）。
他方、５０歳以上の船員の割合は近年は減少しつつも、依然として全体の約半数を占めている状況。
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9.00%EC市場規模の推移（単位：千億円）

物販系分野 サービス分野

生産性向上の必要性（再配達）

宅配貨物の不在再配達は新型コロナウイルスの感染拡大前においては全体の約１５～１６％程度発生。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛要請等から宅配便利用者の在宅時間が増加し、１回での受け取りが増えてはいるもの
の、物流分野における労働力不足が懸念される中、今後もEC市場の拡大が見込まれることから、再配達を削減し、物流を効率化する

ことが必要となっている。

【EC市場規模の推移】 【宅配便取扱実績の推移】

出典：国土交通省「宅配便等取扱個数の調査」
（注）2007年度より、ゆうパックの実績を調査対象に追加。
       　2016年度より、ゆうパケットの実績を調査対象に追加

出典：経済産業省「電子商取引実態調査」
注：分野別規模は2013年度分から調査開始
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５年間で23.1％増加（約10.8億個増）

（単位：億個）

（単位：千億円）

５年間で約1.5 倍以上の規模に拡大

2015年物販系分野は7.2兆円

ECの市場規模：約19.2兆円（2020年）

【再配達率の推移】

出典：国土交通省「宅配便再配達実態調査」
　　　　（2017年10月期-2021年4月期）
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18.8%

9.9%

32.9%

16.1%

11.1%

11.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

自宅の宅配ボックス

「置き配」 

コンビニ受け取り

配事業者の営業所（窓口）受け取り

公共スペースに設置されている「宅配ロッカー」

職場での受け取り

宅配便の再配達に関するアンケート調査

◆受取方法に関するアンケート調査　　出典：国土交通行政インターネットモニターアンケート（2018年12月実施）
「使ってみたい（または使っている）受け取り方を教えて下さい」に対し、それぞれの方法について回答（複数回答可）。有効回答数：1,224件

26.1%

22.3%

21.7%

16.6%

9.7%

3.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

自宅の宅配ボックス

「置き配」

駅・コンビニ窓口（対面）

宅配事業者営業所（対面）

オープン型宅配ボックス

その他

◆2018年12月調査結果では、コンビニ受け
　取りを望む方が最も多く、次いで自宅の宅配
　ボックス、事業者の営業所（窓口）受け取りと　
　いう結果であった。

◆受取方法に関するアンケート調査　　出典：国土交通行政インターネットモニターアンケート（2022年1月実施）
「今後（も）利用したい宅配便の受取方法を教えてください」に対し、それぞれの方法について回答（複数回答可）。　有効回答数：1,730件

◆2022年1月調査結果では、自宅の宅配ボッ
　クスを希望する方が最も多く、次いで、「置き
　配」、駅・コンビニ窓口という結果であった。

◆2018年度12月調査と比べると、自宅の宅配
　ボックス、「置き配」の割合が増え、駅・コンビ
　ニ窓口受け取りが減少している。

◆過去２回実施した宅配便の再配達に関するモニターアンケートにおいて、「消費者が望んでいる多様な受け取り方法」
　について、「自宅の宅配ボックス」、「置き配」といった受取方法を望む方が増加傾向にあることが分かる。
　新型コロナウイルスの影響により、非接触・非対面型の受け取り方を望む声が高まってきていると考えられる。
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16 物流総合効率化法改正11 東日本大震災

90年 95年 00年 05年 10年

保管型物流施設

配送型物流施設

賃貸型物流施設（物流不動産）

・荷主から寄託される貨物の保管ニーズに主として対応
・倉庫業者が施設を自社で所有

・物流コストの削減やサプライチェーンの最適化といった荷主ニーズに対応
・保管型施設と比較して大型、高機能な設備・システムを導入、流通加工スペース等を確保

　（例：包装、組立、タグ付け、生鮮品カット、機械修理等／複数の仕入れ先から入荷し、店別に仕分け等を行うクロス
ドッキング機能をもつものあり）

・施設の所有者と運用者が同一である場合や異なる場合など所有・運用の形態は様々
・新たなプレーヤーである３ＰＬ事業者が積極的にビジネスを展開

・マルチテナント型として様々な荷主ニーズに対応できるよう整備される
のが基本。また、施設の規模も極めて大規模
・施設の所有者と運用者が異なるのが通常

・不動産投資の環境整備が進んだこと等を受けて、外資系を含む不動
産会社など様々なプレーヤーが参画

・最近では、非常用電源、免震装置、太陽光発電等が標準的に装備

15年

02 Ｊ-ＲＥＩＴの市場創設
98 資産流動化法制定

15 建築物省エネ法制定
　　（施行は１７年）05 物流総合効率化法制定

06　減損会計の全面導入97 物流施策大綱に「３ＰＬ事業の促進」明示

02 倉庫業法改正（許可制から登録制へ）90 トラック事業法改正（免許制から許可制へ） 14 省エネ法改正
（電気需要の平準化も推進）

物流不動産の隆盛の背景や理由（物流施設の変遷および関連政策の動向）
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・首都圏においては、現状のストックに加え、今後も大規模な物流施設が建設予定
・特に、環状線近辺を中心に、今後も供給量は増加していく見込み

首都圏における物流施設の立地状況

※１：「令和３年版土地白書」より抜粋・一部変更
　　　データ提供元：（株）一五不動産情報サービス

(c) Esri Japan

－　圏央道
－　国道16号
－　外環道
●　既存物件
●　開発物件

○各資料中対象施設の定義

※１：延べ床面積又は敷地面積が１万㎡以上の賃貸物流施設を対象とし、

　　　 既存物件は2020年12月末までに竣工した物件、開発物件は

　　　 2021年１月以降の竣工予定物件を表す

※２：首都圏の大型マルチテナント型物流施設（延べ床面積１万坪以上）

※２：「不動産マーケットアウトルック2021」（CBREリサーチ）より抜粋・一部変更

東京圏における物流施設の立地概況※１ エリア別物流施設新規供給量の推移※２

予測
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・４大都市圏（首都圏、近畿圏、中部圏、福岡圏）における物流施設の総計延べ床面積は増加傾向
・需給バランスはひっ迫した状況が続くが、大量の新規供給により、中期的には若干の緩和見込

参考：４大都市圏における物流施設の動向

４大都市圏における物流施設の総計延べ床面積と全体空室率※

※ 「不動産マーケットアウトルック2022」 （CBRE）より抜粋・一部変更　

【延べ床面積の推移】
・首都圏を中心に延べ床面積
  は増加傾向

【需給ひっ迫状況】
  ・空室率は３％未満と
    低水準で推移
　  （ 2019年～2021年（予測値））

  ・一方、大量供給により
    今後は上昇見込み

◇４大都市圏の総計延べ床面積  
2021年：約7.5倍
2023年：約10倍 ※2007年度比

予測

○対象施設の定義：大型マルチテナント型物流施設

　　 （首都圏、近畿圏：延べ床面積１万坪以上　中部圏、福岡県：延べ床面積５千坪以上） 17
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　 バス
  399万㌧ [1.9%]
 タクシー
  223万㌧ [1.2%]
 二輪車   
    72万㌧ [0.4%]

 航空
  1,049万㌧ [5.1%]
 内航海運
  1,025万㌧ [5.0%]
 鉄道
   789万㌧ [3.8%]

我が国の各部門におけるCO2排出量

※ 端数処理の関係上、合計の数値が一致しない場合がある。
※ 電気事業者の発電に伴う排出量、熱供給事業者の熱発生に伴う排出量は、それぞれの消費量に応じて最終需要部門に配分。
※ 温室効果ガスインベントリオフィス「日本の温室効果ガス排出量データ（1990～2019年度）確報値」より国交省環境政策課作成。
※ 二輪車は2015年度確報値までは「業務その他部門」に含まれていたが、2016年度確報値から独立項目として運輸部門に算定。

運輸部門におけるCO2排出量

内訳
自家用乗用車
9,458万㌧ 
[45.9％]

自家用貨物車
3,390万㌧
 [16.5％]

営業用貨物車
4,193万㌧ 
[20.4％]

○ 自動車全体で
  運輸部門の86.1%
  （日本全体の16.0％）

○ 旅客自動車は
  運輸部門の49.3%
  （日本全体の9.2%）

○ 貨物自動車は
  運輸部門の36.8％
  （日本全体の6.8%）

運輸部門
（自動車、船舶等）

2億600万㌧
《18.6％》

その他
1億6,500万㌧
《14.9％》

産業部門
3億8,400万㌧
《34.7%》

家庭部門
1億5,900万㌧
《14.4％》

業務その他部門
1億9,300万㌧
《17.4%》

CO2総排出量
11億800万㌧
（2019年度）

●自動車以外
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バス、タクシー、鉄道、
船舶、航空、二輪車

自家用乗用車

その他輸送機関

貨物自動車

+22.7%

+2.7% -7.0%

-8.3%

-8.2%

+42.7%

+14.2% -9.5%

-7.7%
-9.5%

+11.6%
-6.7% -5.8%

-11.1% -5.5%

+10.0% -4.0% -2.3% -3.6% -10.0%

20



A

B

C

D
E

B　：　1,587.4万t-CO2 （24%）
 ・トラック輸送の効率化 1,180万t-CO2

 ・航空分野の脱炭素化の促進 202.4万t-CO2

 ・カーシェアリング 192万t-CO2
・LED  道路照明の整備促進 約13万t-CO2

A　：　 260.0万t-CO2 （4%）
 ・鉄道分野の脱炭素化の促進 260.0万t-CO2

E　：　 435.7万t-CO2 （7%）
 ・道路交通流対策等の推進 約200万t-CO2

・高度道路交通システム（ITS  ）の推進（信号機の集中制御化） 150万t-CO2

 ・交通安全施設の整備（信号機の改良・プロファイル（ハイブリッド）化） 56万t-CO2

 ・自転車の利用促進 28万t-CO2

 ・共同輸配送の推進（宅配便再配達実態調査の再配達率結果） 1.7万t-CO2

C　：　4,284.1万t-CO2  （64%）
 ・次世代自動車の普及、燃費改善 2,674万t-CO2

 ・エコドライブ 657万t-CO2

 ・海上輸送へのモーダルシフトの推進 187.9万t-CO2
・省エネルギー・省CO2  に資する船舶の普及促進 181万t-CO2

 ・自動走行の推進 168.7万t-CO2

 ・公共交通機関の利用促進 162万t-CO2

 ・環境に配慮した自動車使用等の促進による自動車運送事業等のグリーン化 101万t-CO2

 ・港湾の最適な選択による貨物の陸上輸送距離の削減 96万t-CO2
・港湾における総合的な脱炭素化【静脈物流に関するモーダルシフト・輸送効率化の推進  】
 14.5万t-CO2
・交通安全施設の整備（信号灯器のLED  化の推進） 11.0万t-CO2

 ・物流施設の脱炭素化の推進  11.0万t-CO2

 ・ドローン物流の社会実装 6.5万t-CO2

 ・地球温暖化対策に関する構造改革特区制度の活用 5.3万t-CO2

 ・共同輸配送の推進（共同輸配送の取組件数増加率） 3.3万t-CO2
・港湾における総合的な脱炭素化【省エネルギー型荷役機械等の導入の推進  】 2.65万t-CO2

 ・地域公共交通利便増進事業を通じた路線効率化 2.29万t-CO2 

D　：　146.6万t-CO2 （2%）
 ・鉄道貨物輸送へのモーダルシフトの推進 146.6万t-CO2

④　エネルギー起源二酸化炭素のうち運輸部門の取組
（2030年度排出削減見込量と進捗状況の評価）

＜凡例＞
A. 2030年度目標水準を上回ると考えられ、2020年度実績値が既に2030年度目標水準を上回る
B. 2030年度目標水準を上回ると考えられる
C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる
D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる
E. その他 （定量的なデータが得られないもの等）
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2. 最近の物流政策
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新型コロナの感染拡大

技術革新の進展
（Society 5.0）

SDGs対応への
社会的気運

生産年齢人口減・
ドライバー不足
（2024年問題等）

災害の激甚化・
頻発化

EC市場の
急成長

新しい生活様式
（非接触・非対面型物流）

物流の社会的価値の再認識
（エッセンシャルワーカー）

①物流DXや物流標準化の推進によるサプライチェーン全体の徹底した最適化
（簡素で滑らかな物流）

②労働力不足対策と物流構造改革の推進
（担い手にやさしい物流）

③強靭で持続可能な物流ネットワークの構築
（強くてしなやかな物流）

これまで進捗してこなかった、
物流のデジタル化や構造改革を加速度的に促進させる好機

新型コロナ流行による社会の劇的な変化もあいまって、我が国の物流が直面する課題は先鋭化・鮮明化

（１）物流デジタル化の強力な推進

（２）労働力不足や非接触・非対面型の物流に資する自動化・機械化の

　　  取組の推進（倉庫等の物流施設へのロボット等の導入支援等）

（３）物流標準化の取組の加速

（４）物流・商流データ基盤等

（５）高度物流人材の育成・確保

（１）感染症や大規模災害等有事においても機能する、強靱で持続可能な物流ネットワークの構築

（２）我が国産業の国際競争力や持続可能な成長に資する物流ネットワークの構築

（３）地球環境の持続可能性を確保するための物流ネットワークの構築（カーボンニュートラルの実現等）

（１）トラックドライバーの時間外労働の上限規制を遵守するために

　　　必要な労働環境の整備

（２）内航海運の安定的輸送の確保に向けた取組の推進

（３）労働生産性の改善に向けた革新的な取組の推進

（４）農林水産物・食品等の流通合理化

（５）過疎地域におけるラストワンマイル配送の持続可能性の確保

（６）新たな労働力の確保に向けた対策

（７）物流に関する広報の強化

　総合物流施策大綱（2021年度～2025年度） 概要
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物
流
に
お
け
る
標
準
化

ハードの
標準化
（外装・
パレット
等）

ソフトの
標準化
（伝票
データ
等）

業務
プロセス
の標準化

幹線輸送の自動化・機械化

トラック隊列走行／
自動化 自動運航船

庫内作業(※)の
自動化・機械化

※ピッキング、
　デパレ/パレタイズ、
　 横持ち・縦持ち等

ラストワンマイル
配送の効率化

ドローン配送

自動配送ロボ

物流DX
を促進

標準化
を促進

サプライチェーン全体での機械化・デジタル化により、情報・コスト等を「見える化」、作業プロセスを単純化・定常化

機械化・デジタル化を通じて物流のこれまでのあり方を変革すること

（物流DXにより、他産業に対する物流の優位性を高めるとともに、我が国産業の国際競争力の強化につなげる）

物流DX　

　　　◆既存のオペレーション改善・働き方改革を実現

　　　◆物流システムの規格化などを通じ物流産業のビジネスモデルそのものを革新

・トラック予約システム導入による手待ち時間の削減

・荷物とトラック・倉庫のマッチングシステム
　　の活用による物流リソースの活用の最大化

・点呼や配車管理のデジタル化による業務の効率化

・SIP物流（物流・商流データ基盤）や港湾関連データ
　連携基盤 の構築により、サプライチェーン上の様々な
　データを蓄積・共有・活用し、物流を効率化

・手続きの電子化（運送状やその収受の電子化、
　　　特車通行手続の迅速化等）による業務の効率化

・AIを活用したオペレーションの効率化
　（「ヒトを支援するAIターミナル」の各種取組や、
　　AIを活用した配送業務支援等）

物流のデジタル化（主要な取組例）

相互に連携

物流分野の機械化（主要な取組例）

AIを活用した配送
ルートの自動作成

※民間企業の取組の例

物流ＤＸと物流における標準化について
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2. 最近の物流政策

（１）物流DXや物流標準化の推進によるサプライチェーン全体の徹底した最適化
（簡素で滑らかな物流）

25
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策定時の値
（※１）

現状値 目標値

　 ・物流業務の自動化・機械化やデジタル化に向けた取組に着手してい
る物流事業者の割合

－ 52％
（FY2021）

100％
（FY2025）

　 ・物流業務の自動化・機械化やデジタル化により、物流DXを実現して
いる物流事業者*の割合
*物流業務の自動化・機械化やデジタル化により、従来のオペレーショ

ンの改善や働き方改革などの効果を定量的に得ている事業者をいう。

－ 31％
（FY2021）

70％
（FY2025）

　 ・物流業務の自動化・機械化やデジタル化に向けて、荷主と連携した
取組を行っている物流事業者の割合

－ 25％
（FY2021）

50％
（FY2025）

（１）物流デジタル化の強力な推進

　 ・サイバーポート（港湾物流）へ接続可能な港湾関係者数 － 244者
（FY2021）

約650者
（FY2025）

（２）労働力不足や非接触・非対面型の物流に資する自動化・機械化の取組の推進

　 ・物流総合効率化法による総合効率化計画の認定件数（輸送網の集
約等）

141件
（FY2020）

192件
（2022.7）

330件
（FY2025）

１：物流DXや物流標準化の推進によるサプライチェーン全体の徹底した最適化
    （簡素で滑らかな物流の実現）

（※１）「策定時の値」について、既存の統計が存在しない等の理由により現状値を記載できない項目については「－」としている。
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策定時の値 現状値 目標値

（３）物流標準化の取組の加速

　 ・業種分野別の物流標準化に関するアクションプラン・ガイドライン等策
定数

－ ３件
（2022.7）

３件
（FY2021‐25）

（４）物流・商流データ基盤の構築等

　 ・物流・商流データ基盤（※２）を活用したビジネスモデルの社会実装件
数

０件
（FY2020）

１件
（2022.7）

３件
（FY2021‐25）

　 ・物流・商流データ基盤利活用事業者数 ０社
（FY2020）

10社
（2022.7）

100社
（FY2025）

　 ・サイバーポート（港湾物流）へ接続可能な港湾関係者数
[再掲]

－ 244者
（FY2021）

約650者
（FY2025）

（５）高度物流人材の育成・確保

　 ・大学・大学院に開講された物流・サプライチェーンマネジメント分野を取
り扱う産学連携の寄附講座数

－ 調査中 50講座
（FY2021～2025）

　 ・物流に関する高度な資格の取得者数 4,451人
（FY2017-20）

1,364人
（FY2021）

6,000人
（FY2021-25）

（※２）SIP「スマート物流サービス」プロジェクト（内閣府戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第２期において実施）において構築を目指している「物流・商流データ基盤」を指す。

１：物流DXや物流標準化の推進によるサプライチェーン全体の徹底した最適化
   （簡素で滑らかな物流の実現）



１：物流DXや物流標準化の推進によるサプライチェーン全体の徹底した最適化（簡素で滑らかな物流）

(1)物流デジタル化の強力な推進 (2)労働力不足や非接触・非対面型の物流に資する
自動化・機械化の取組の推進

手続書面の電子化の徹底、サイバーポートの推進による港湾物流の生産性向上、

データ基盤の整備、特殊車両通行手続の迅速化、ICTを活用した点呼の推進 等 倉庫等の物流施設へのロボット等の導入支援、
隊列走行・自動運転の実現に向けた取組の推進 等

■ 特殊車両通行手続の迅速化（※）■ ICTを活用した点呼の推進
■ サプライチェーン全体の最適化を見据えたデジタル化

RFID等の活用 「モノ、取引の動き」の見える化

サプライチェーン全体
の効率化

荷
卸
し

ﾄﾗｯｸ予約受付ｼｽﾃﾑ

作業区分 社名 バース 状態

出荷 A社 B 作業中

出荷 B社 A 作業中

入荷 C社 A 受付済

・・・

②

①

入出庫の効率化

港湾・貨物駅・メーカー工場等 幹線輸送

〇
×
□

〇
×
□　

AGV(無人搬送車）

庫内作業の効率化

配送

物流拠点

配送作業の効率化

無人配送ロボット　　自動運転配送

小売店・消費者

１）連携計画策定
２）物流全体効率化
　　システム導入
３）AI・IoT等活用
　　新技術導入

■ 倉庫等の物流施設に
  おける自動化・機械化

■ トラック隊列走行／自動化

■ 自動運航船 

運行管理者

運転者現状：原則対面

ICT
活用

点
呼

点呼支援機器

ロボット等

遠隔点呼

自動点呼

通行可能な経路の通知イメージ（ウェブ上で即時に地図表示）

（※）特殊車両が即時にウェブ上で確認した通行可能経路を
　　通行できる新たな通行制度による手続の迅速化

＜主なKPI＞
・物流総合効率化法による総合効率化計画の認定件数（輸送網の集約等）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【141件（2020年度）→330件（2025年度）】

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

＜主なKPI＞
・サイバーポート（港湾物流）へ接続可能な港湾関係者数　【約650者（2025年度）】

＜主なKPI＞（１：物流DXや物流標準化の推進によるサプライチェーン全体の徹底した最適化（簡素で滑らかな物流））
・物流業務の自動化・機械化やデジタル化に向けた取組に着手している物流事業者の割合　【100%（2025年度）】
・物流業務の自動化・機械化やデジタル化により、物流DXを実現している物流事業者*の割合　【70%（2025年度）】
（*物流業務の自動化・機械化やデジタル化により、従来のオペレーションの改善や働き方改革などの効果を定量的に得ている事業者をいう。）

・物流業務の自動化・機械化やデジタル化に向けて、荷主と連携した取組を行っている物流事業者の割合　【50%（2025年度）】

民間事業者間の港湾物流手続を電子化

荷主 陸運 ＣＴ

S/I 船腹予約 空PUO I/V P/L

・・・・

必要事項
入力

書類間の
情報連携

海貨 船社 海貨 海貨 通関

■ サイバーポートの推進による
港湾物流の生産性向上
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(3)物流標準化の取組の加速 (4)物流・商流データ基盤の構築等

(5)高度物流人材の育成・確保

１：物流DXや物流標準化の推進によるサプライチェーン全体の徹底した最適化（簡素で滑らかな物流）

加工食品分野における標準化推進体制の整備と
周辺分野への展開、業種ごとの物流の標準化の推進 等

物流・商流データ基盤の構築と社会実装の推進、物流MaaSの推進 等

物流DXを推進する人材に求められるスキルの
明確化・発信、学習機会の提供 等

■ 物流MaaS（※2）の推進

■モノ・データ・業務プロセス等の標準化の推進   

■加工食品分野をプロトタイプとした業種分野ごとの標準化の推進   

●●分野

▲▲分野

■■分野

加工食品分野

生産データ
パレット・梱包規格データ
入出庫データ

積載率データ
購買データ

店舗在庫データ
トラック動態データ

モノの動き（フィジカル空間）

物流・商流データ基盤（サイバー空間）

【運送事業者】

【小売】

【卸・倉庫】 【消費者】【ＥＣ】【メーカー】
〇無駄な生産・
　在庫の削減

協調領域の情報をサプライチェーン間で共有

〇無駄な配送
の削減

〇積載率の向上 〇在庫廃棄の削減

■ 物流・商流データ基盤（※1）の構築と社会実装の推進

＜主なKPI＞
・物流・商流データ基盤を活用したビジネスモデルの社会実装件数　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【3件（2021年度～2025年度）】

＜主なKPI＞
・業種分野別の物流標準化に関するアクションプラン・ガイドライン等策定数　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【3件（2021年度～2025年度）】

＜主なKPI＞
・大学・大学院に開講された物流・サプライチェーンマネジメント分野を取り扱う産学連携の寄附講座数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【50講座（2021～2025年度）】

（※1）SIP「スマート物流サービス」プロジェクト（内閣府戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第２期におい
て実施）において構築を目指している「物流・商流データ基盤」を指す。

（※2）複数の商用車メーカーのトラック車両データを共通的な仕組みで連携させ協調して取り組むべき課題に活用する等、
物流分野における新しいモビリティサービス
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物流ＤＸ推進に関する調査事業

「総合物流施策大綱（2021年度～2025年度）」でも推進する、これまでの物流のあり方を変革する「物流DX」につ
いて、倉庫や配送業務における”自動化・機械化、デジタル化により、物流業務の効率化や生産性向上に繋がっ
た先進的な取組”に関する調査を行い、中小を含む物流事業者の参考となる事例集として取りまとめを実施。

調査の概要

物流DX事例集

福岡運輸 バース予約 日立物流 ECプラットフォームセンター

シーエックスカーゴ パレット在庫管理 菱木運送 AI点呼ロボット

Johnstone Supply クラウドWMS スーパーレックス 自動配車クラウド

三菱商事 倉庫シェアリング 湯浅運輸 業務支援システム

坂塲商店 荷下ろしロボット Hacobu 動態管理サービス

ライジング 台車型物流支援ロボット 山九 AI-OCR

ダイキン工業　西日本パーツセンター 自動搬送装置 日本パレットレンタル AIマッチング

日本通運 縦持ち作業自動化 CBcloud 配送マッチング

トヨタL＆F（豊田自動織機） 自動荷役ロボット インテンツ 配送マニュアルの電子化

トランコム RGV自動倉庫およびAGV搬送方式 山梨県小菅村/ｾｲﾉｰHD/ｴｱﾛﾈｸｽﾄ/ｺｺﾈｯﾄ 配送ドローン

三菱商事 倉庫ロボット 長野県伊那市/KDDI 配送ドローン

佐川グローバルロジスティクス 仕分けロボット 【コラム】ボルテックスセイグン 無人トラック

掲載企業（導入技術）一覧

①各社が取組に至った背景（課題）、②導入した技術、③得られた効果の３点をわかり易く紹介する事例集として
国土交通省のホームページで公開しておりますので、物流ＤＸの導入検討にあたりご活用ください。

物流・配送会社のための
物流DX導入事例集 

～中小物流事業者の自動化・機械化
やデジタル化の推進に向けて～ 

公開先URL  ： 国土交通省－政策情報・分野別一覧－公共交通・物流部門－物流－物流DXの推進

　https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn1_000018.html

１（1）　物流デジタル化の強力な推進
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・輸入通関に必要な
  書類等は夜間に
  到着することも

物流業務のデジタル化促進調査事業

• 物流業界におけるデジタル化の推進の前提として、物流事業者におけるデジタル化に関するニーズ（対象業務や手続、仕様等）
の調査を実施する。

• これに加え、今後普及が期待されるRPA（Robotic Process Automation：人間が行っていた作業をＡＩ等が代わって行うソフトウェ
アロボット）やAI-OCR（AI-Optical Character Recognition：紙に記入された情報をデジタルデータに自動で変換することができる
もの）などのツールについて、物流事業者における実際の活用事例やその効果、普及に向けた課題等についての調査を行う。

• 物流業の労働生産性は全産業には遠く及ばない水準となっており、労働生産性の向上が急務。本年６月に閣議決定された総合
物流施策大綱（2021～2025年度）においても、物流業の労働生産性について、2025 年度までに 2018 年度比で２割程度向上さ
せるとの指標が設けられているところ。

• 物流業の労働生産性の向上に向けては物流業務のデジタル化が有効な手段であるが、実際には電話、FAX・紙等でのアナログ
による方式が主流であるのが実態。

例1: 物流事務所のデジタル化による現場作業時間前倒し

・AI-OCRやRPAの導入により、
  各種書類のデジタルデータ化から
  作業帳票出力までを自動化/省人化
・現場向けの事務作業時間の短縮

【導入効果】
・作業時間の
  前倒し
・トラック積込
  時間の前倒し

AI-OCR RPA

物流関連施設／物流センター
事務所 現場

・CSVデータの
 手動PC取り込
 みや、手書き帳 
 票のPC手入力

【従前】 【デジタル化導入】

例2: 通関書類の夜間エントリーによる現場作業支援

・AI-OCRやRPAの導入により、
 夜間にシステムへの自動入力を実施

No.ABC123456
No.DFG789012
No.HIJ345678

・朝から通関作業等
 が開始できるよう、
 事務員(フォワーダー)
 が毎日早朝出勤を
 行いつつ対応

【従前】

AI-OCR RPA
【デジタル化導入】

No.ABC123456
No.DFG789012
No.HIJ345678

【導入効果】
・通関作業等の開始時間前倒し
による生産性の向上

・事務員の早朝出勤の回避

・運行日報の集計業務　・手書き納品伝票や返品伝票のPC端末への入力業務 等

2024年4月より運送業ドライバーにも適用される時間外労働の上限規制(960時間/年)に対応

デジタル化の取組事例や効果を整理・発信することで、物流業界におけるデジタル化を促進 31
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「サイバーポート（港湾物流分野）」の概要

32

荷主

海貨

陸運

ターミナル
オペレーター

船会社

S/I
FAX

船腹予約

海貨

予約確認

空PUO

Email
TEL

通関・倉庫

税関

I/V
P/L

FAX
許可申請

自社システム TEL

引取予約

・・・

手入力 作成

作成

荷主 陸運 ＣＴ

S/I 船腹予約 空PUO I/V P/L

・・・・

必要事項入力

書類間の情報連携

海貨 船社 海貨 海貨 通関

業種ごとの伝達情報

8.9%

29.4%
60.6%

1.2%
荷主

13.5%

25.5%
60.5%

0.4%
海貨

38.4%

20.6%

39.9%

1.1%
外航船社

30.2%

19.8%

47.5%

2.4%
陸運

【現状の情報伝達の課題】

• 紙情報の伝達による再入力・照合作業の発生

• トレーサビリティの不完全性に伴う問い合わせの発生

　　　　⇒潜在コスト増加の一因に

• 書類記載内容の不備等の発生

　　　　⇒渋滞発生の一因に

情報の利活用
港湾管理 港湾インフラ 港湾物流全体の生産性の向上、国際競争力強化

港湾物流

【データ連携による短期的効果（港湾物流）】

• データ連携による再入力・照合作業の削減　　　　

• トレーサビリティ確保による状況確認の円滑化

【情報利活用による長期的効果】

• データ分析に基づく戦略的な港湾政策立案（国等）
（港湾施設に関する計画、整備、維持管理に至る
効率的なアセットマネジメント等）

• 蓄積される情報とAI等の活用等により新たなサー
ビスの創出（民間事業者等）

○現状、紙、電話、メール等で行われている民間事業者間の港湾物流手続を電子化する「サイバーポート ※」の
　 取組を推進し、業務を効率化し、港湾物流全体の生産性向上を図る（※令和3年4月1日から港湾物流分野の第一次運用を開始）。
〇令和3年度末時点で、計164社からの利用申請を受付。 （複数の事業種で登録している会社もあるため、事業種

別の登録数は、のべ244者）
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行
政
の
手
続

事
業
者
の
手
続

　　特殊車両通行許可・確認制度について

 デジタル化の推進による新たな特殊車両通行確認制度の導入

            申　請
          　  （１経路毎）

許　可 （申請した１経路のみ）

         車両の登録
            　 （１回のみ）

   経路の検索 （確認請求）
 （ウェブでいつでも検索可能）

審　査 協　議（地方公共団体）

決裁・許可証発行

通　行
（許可を受けた１経路を通行可）

通　行
（回答を受けた経路を通行可）

経路車両情報 重量

申請内容

入力情報

車両情報

入力情報

発着地 重量

ETC2.0
重量の

把握方法

発着地

約
22
日

即
時

※国土交通大臣は、登録等の事務を行わせるため、道路法に基づき（一財）道路新産業開発機構を指定登録確認機関として指定

情報が電子データ化された道路について国が一元的に処理

WIM（自動計測装置）による取締り

特殊車両通行確認システム（新制度）

・ETC2.0を活用した経路確認
・運送依頼書等による重量確認

取締基地における取締り

※手作業

特殊車両通行許可制度

特殊車両の通行手続

経路

・取締基地における取締り
・WIMによる取締り

（Ｒ
3
年
度
）

通
行
時/

通
行
後

実
際
の

通
行

S
主経路

　通行可能な経路を回答 （ウェブ上で即時に地図表
示）

S

G

※　主経路、代替経路及び渡り線については、実際には通行条
件に応じた色で表示されます

G
主経路
代替経路
渡り線

主経路
代替経路
渡り線

渡り線

代替経路
主経路

渡り線

車両条件の確認

令和４年４月１日から運用開始

１（1）　物流デジタル化の強力な推進
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サプライチェーンの結節点・倉庫における自動化・
機械化機器の導入、庫内作業プロセスのデジタル化

　　　　　　　　　　　　　

物流総合効率化法の認定計画に基づき取得した事業用資産に係る特例措置の延長
（所得税・法人税・固定資産税・都市計画税）

　 物流分野において、深刻化する労働力不足に対応するため、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）を通じた働き方改革を実現
する必要があることから、物流総合効率化法に基づく認定計画により取得した事業用資産に係る特例措置について、新たな総合
物流施策大綱を踏まえた所要の要件等の見直しを行った上で、２年間延長する。

特例措置の内容

輸送と保管の連携が図られた倉庫の整備促進
【所得税・法人税】 倉庫用建物等について、５年間８％の割増償却。
【固定資産税・都市計画税】倉庫について、課税標準を５年間１／２とする。
【固定資産税】 附属機械設備について、課税標準を５年間３／４とする。

以下の措置を講じた上で、現行の措置を２年間（令和４年４月１日～令和６年３月３１日）延長する。
　・ 倉庫用建物等に係る割増償却率の見直し（１０％ → ８％）。
　・ 新たな総合物流施策大綱を踏まえ、特定流通業務施設の設備要件に物流ＤＸ関連機器を追加する見直し。

納品先

荷捌き用上屋

流通加工場

従来型倉庫 納品先

特定流通
業務施設

輸入

工場

非効率・分散した輸送網 効率化・集約化された輸送網

物流業における低炭素化の促進

集
約
化

物流DX関連機器の導入による倉庫内業務の省力化
トラックの走行距離・時間の削減
ドライバーの荷待ち時間の削減

倉庫作業員の働き方改革の実現
ＣＯ2排出削減
トラックドライバー不足対策

事業の効果

　　　　　　　　　　   労働力不足の深刻化、感染症流行の影響等により、物流を取り巻く環境がこれまでになく厳しいものとなるなか、
物流総合効率化法により、引き続き、流通業務の一体的な実施と輸送の合理化事業を促進するとともに、更に物流ＤＸ関連機器の
導入によるデジタル化の加速を図ることにより、環境負荷の低減に加え、より一層の流通業務の省力化を図る。

「バース管理
システム」

倉庫におけるＤＸ化の加速・働き方改革

「無人フォークリフト」 「無人搬送機」 「ピッキングロボット」
「自動検品
システム」「自動化保管装置」

●●●●

（物流ＤＸ関連機器の例）
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お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

社会変革と物流脱炭素化を同時実現する先進技術導入促進事業のうち、
（１）自立型ゼロエネルギー倉庫モデル促進事業（国土交通省連携事業）

事業イメージ

間接補助事業（補助率１／２）

第45回地球温暖化対策推進本部（令和３年４月）において、2030年までに46%
削減（2013年度比）を目指すとされたことから、更なる削減量の上積みが求めら
れている。

一方、物流施設においては、設備等の老朽化に伴う施設内のエネルギー効率の低
下や労働力不足を背景とした庫内作業の機械への転換が増エネにつながることが
懸念される。

こうした中で、①無人化に伴う照明等のエネルギー消費量の削減、②省エネ型省
人化機器への転換によるエネルギー効率の向上、③再エネの導入を同時に行う事
業について、その高額な初期コストを補助することにより、自立型ゼロエネル
ギー倉庫モデルを構築・展開し、約束草案達成に向けた物流施設における環境負
荷低減を図る。

＜補助対象＞
 物流施設における省エネ型省人化機器及び再生可能エネルギー設備等の同時導入を行う事業

① 業界全体における環境負荷削減の実現に向けて、補助事業実施による省人化・省エネ化の同時達成事例を創出・横展開するこ
とで自立型ゼロエネルギー倉庫モデルの普及を図る。

② 自動化機器・システム及び再生可能エネルギー設備等を同時導入することで、CO2排出削減だけでなく、労働力不足対策、及
び災害の発生や感染症の流行においても途切れることの無いサプライチェーンの構築等、地域課題の解決にも貢献する。

物流施設における省エネ型省人化機器及び再生可能エネルギー設備等の同時導入を支援します。

民間事業者・団体

令和２年度～令和６年度

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 低炭素物流推進室 電話：0570-028-341

■補助対象

期待される省エネ効果

省人化・省エネ化
による削減

物流施設全体におけるエネルギー消費構成

現状 2030年（イメージ）

事務所等25％ 事務所等

冷凍冷蔵14％ 冷凍冷蔵

照明・空調の消費削減
省エネ機器への転換
自然冷媒機器の導入

自立型
ゼロエネルギー

倉庫モデル

地域課題の解決
（防災減災、労働力不足）

再エネ設備
による供給

有人区画 省人区画    

照明無しの状況で
稼働する無人搬送車

①庫内作業の省人化に伴う
 照明・空調のエネルギー消費削減

※自家使用に限る

無人ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ 無人搬送車

②省エネ型機器への
 転換による効率向上

③再エネ設備による
 エネルギー供給AI等の活用による作業の自動化

防災システムとの連携も可能 

マテハン25％

マテハン

照明・空調
35％

照明・空調

46％削減

※省エネ型
自然冷媒機器

導入加速化事業

చ

૭
ચ

35 35

１（2）　労働力不足や非接触・非対面型の物流に資する自動化・機械化の取組の推進



操縦ライセンス

運航管理

ICAO、ISO等を通じた国際標準化、事業者のサービス品質に係る産業規格化の推進等標準化の推進

上空における通信の確保

　　2022　 2023 　　　　　　　　　2024～　　　　　　（年度）

 機体の認証

レベル4の実現、さらにその先へ　　　　　　　空の産業革命に向けたロードマップ2022　 2022年8月3日　小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会

申請システム　【DIPS】

メーカーと情報共有
検査機関の登録

講習準備、登録

試験準備

機体の認証取得促進、整備・検査人材の育成、認証機の継続的な安全確保

登録講習機関の登録促進と適切な監督、講習内容の充実、講師の育成支援

操縦ライセンス取得促進、操縦者の育成・技量確保

利活用の更なる促進等を図る観点から、システムを改善

福島ロボットテストフィールド レベル４運航支援（機体認証取得、リスク評価、実証運航（南相馬・浪江間））　　　　 災害対応などドローンの社会実装に貢献するための施設の整備・提供

航
空
機
、
空
飛
ぶ
ク
ル
マ
も
含
め
一
体
的
な
“
空

”
モ
ビ
リ
テ
ィ
施
策
へ
の
発
展
・
強
化

継続的に登録・リモートID搭載の徹底登録・リモートID

新制度への対応等

リスク評価ガイドラインの策定

運航管理システム（UTMS）の導入に
向けた検討

運航管理におけるリスク評価手法の改良とその適切な実施の促進、事故等の情報収集・分析

ঞ

ঋ

ঝ

ڰ

ఄ

ষ

भ

ৰ

ਠ

ৗ

২
ถ

ৠ


認証

試験

講習

リスク評価

・高度150m以上でのLTEの利用等を可能と
するための技術条件や手続の簡素化を検討

・衛星通信等の代替策を検討
制度化、更なる対応を検討・実施

運用

制度整備の
方針の策定Step１※1  UTMSの利用を推奨 Step2※2＜2025年頃＞ Step3※3

レベル４飛行を段階的に人口密度の高いエリアへ拡大

UTMSでの利用に適したリモートIDの検討

※1　早期のUTMS利用の例：災害時等
※2　認定UTMプロバイダの利用により、複数の運航者による近接した運航を可能とする。
　　　 併せて認定UTMプロバイダ間の接続のための環境整備を実施する。
※3　指定空域内のすべてのドローンが認定UTMプロバイダを利用すること等により、
　　　 航空機や空飛ぶクルマも含めた高密度運航を可能とする。環

境

整

備

大積載量・長距離飛行の実現に資するモータ技術等の開発
第一種機体認証の安全基準に対応した機体の試験手法の開発

一操縦者による多数機同時運航を実現するために必要な機体・要素技術の開発・実証

　　　　　　　　　具体的用途に応じたドローンの技術開発

一操縦者多数機同時運航のための
性能評価手法の開発

市場投入・活用促進SBIR制度の活用による支援の検討

空域の高密度化を可能とするため、ドローンや空飛ぶクルマと航空機がより安全で効率的な航行を行うために必要となる運航管理技術の開発・実証 大阪・関西万博で実証

機体等の開発

  試験手法の開発

運航の省人化　

運航管理技術

機
体

行政の現場を活用したドローンの実証実験 行政ニーズに対応するために必要な
標準機体の性能仕様を策定 順次実装

 

運
航
管
理

技
術

開

発

国内企業の開発を促進

段階的な制度整備により、運航形態の高度化、空域の高密度化を実現

　　　　　
レベル４飛行によるドローン物流の課題の整理、物流サービスの実装を促進

　　　　　
ドローン物流の実用化に向けた実証を支援

医薬品配送ガイドラインの改定検討  
荷物等配送ガイドラインの改定

河川での発着拠点の設置等に対する支援強化

河川利用ルール等のマニュアルを策定
人口密度の高い地域、多数機運航

 防災・災害対応

（生活物資・医薬品等）

 地域との連携強化

　　　　　スマート保安を推進するための認定制度の創設・制度詳細の具体化

情報共有プラットフォームを通じた情報発信の強化　 更なる地域との連携促進

災害現場での活用拡大

社

会

実

装 ドローンサミットの開催

（産業保安）  インフラ・プラント点検

 物流・医療

・防災基本計画において、航空運用調整の対象としてドローンを位置づけ
・先進的取組の自治体間情報共有

・地域の防災体制等への反映
・ドローンを活用した防災訓練の推進

　制度の施行

法
制
度
等
の
整
備

１（2）　労働力不足や非接触・非対面型の物流に資する自動化・機械化の取組の推進



事業コンセプトの構築の後、検討・実施体制の整備を行うことが重要であるため、①サービス利用者
の明確化、②サービス提供体制の構築、③地 元地方公共団体、住民理解と協力の確保等の検討を
行うことが必要。なお、事業推進のため、④プロジェクトマネージャーを選定することが望ましい。

ドローンを活用した荷物等配送のガイドラインVer.3.0（概要）

○令和３年にドローン物流サービスにこれから着手する主体を対象とすることを念頭においた手引きとして、導入方法や配送手
　段などに関する具体的な手続き等を「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドライン」に整理。
○これまで国内で社会実装されたドローン物流事業や、その他実装の際の参考となり得る実証事業における取組等の蓄積を踏　
　まえて、ガイドラインに事例集として追加することとし、令和４年３月に「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドライン
　Ver3.0」を公表。　（掲載先：https://www.mlit.go.jp/common/001474641.pdf）

スケジュール

　２０２１年６月
ガイドラインVer.2.0公表

第５回：2021年３月実施

第６回：2021年５月実施

第７回：2021年６月実施

　２０２２年３月
ガイドラインVer.3.0公表

第８回：2022年３月実施
・構成員プレゼンテーション
   エアロネクスト、ANAHD、
   先端ロボティクス財団、大分県、
   日本航空、日本郵便

第２部 法令編（航空法に基づく安全の確保　その他関係法令　等）

事例集

ガイドライン構成

第２章 検討・実施体制の整備

第５章 PDCAサイクルによる事業継続性の確保

事業計画者は、初めに「地域が抱える課題を整理」し、その「課題解決方法としてのドローンの有効
性」を確認した上で、利用者の視点に立脚し、「いつ」「どこへ」「何を」運ぶかなど「活用方法の具体化」
を図ることが重要。

第１章 利用者視点を踏まえた事業コンセプトの構築

検討・実施体制の検討後、ドローン物流サービスの提供に関する「①ユースケースに応じた機材の選
定」、 「②離着陸場所、飛行ルート及び運航頻度」、「③利用者インターフェース」、「④荷物等の管理・
配送」、「⑤保険への加入」及び「⑥収支改善方策」の検討を実施。

ドローン物流サービスの提供にあたって、「飛行マニュアルの整備」、「落下リスクの小さい場所の選
定」、「航空機や他の無人航空機との相互間の安全確保」、「第三者の立入管理」、「安全対策、事故
時の対処方針」等、飛行の安全に万全を期すことが重要。

第１部 社会実装編

第３章 サービス内容、採算性確保

第４章 安全の確保

１（2）　労働力不足や非接触・非対面型の物流に資する自動化・機械化の取組の推進
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ドローンを活用した荷物等配送のガイドラインVer.3.0（事例集掲載事例一覧）

⑥中山間地域におけるラストワンマイル配送試行の事例
⑨日用品・食料品運搬の事例
⑩ドローンを含む新スマート物流の事例
⑪伊那市ドローン物流の社会実装の事例
⑬過疎地域の定期配送代替（物流網の維持）の事例
⑮山間部過疎地域における物資運搬の事例
⑯「空のまちづくり」で始める社会変革の事例
⑰熊本県南小国町（物流網の維持）の事例
⑱大分県日田市（救援物資搬送）の事例
㉓大分県杵築市（体験型ドローン物流サービス）の事例

④都内におけるフードデリバリーの実証事例
⑤東京都日の出町における郊外エリアでの
　　ドローン配送の事例
⑧ドローンによる商品デリバリーサービスの事例

過疎地・離島物流

①山間地域におけるスマートモビリティによる生活交通・物流
    融合事業の事例（物流網の維持・緊急物資等の配送）
⑫静岡県浜松市（物流網の維持・医薬品）の事例
⑭物流網の維持（無人ドローンによる離島定期航路）の事例
⑲大分県佐伯市（遠隔診療・医薬品配送）の事例
㉑大分県津久見市（物流網の維持）の事例
㉒大分県竹田市（医薬品配送）の事例

②VTOLカイトプレーンによる東京湾縦断飛行と展望
③都市部における河川上空を利用した
    医薬品輸送の事例

医薬品物流

⑦みかん農家の収穫・物流システムの構築事例⑳大分県佐伯市（農作物集荷）の事例

農作物物流

都市部・郊外

医薬品物流

農作物物流
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ドローンを活用した荷物等配送のガイドラインVer.3.0（事例集掲載例）
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北海道石狩郡当別町
ブルーイノベーション(株)、 
当別町

　社会実験の概要（2020年度実績）

※　先頭に記載の事業者が代表事業者

兵庫県養父市
日本航空(株)、テラドローン(株)、養父市

香川県土庄町
土庄町、佐川急便(株)

福井県越前町
越前町、
AOIエネルギーソリューション(株)

島根県美郷町
美郷町、佐川急便(株)

長崎県五島市
ANAホールディングス (株)、五島市

島根県吉賀町
(株)トラジェクトリー、吉賀町

大分県竹田市
(株)エー・ディー・イー、大分県、
(公財)ハイパーネットワーク社会研究所、
(株)オーイーシー

大分県津久見市
ciRobotics(株)、大分県、
(株)日通総合研究所

やぶとのしょうちょう

みさとちょう

ごとう つくみ たけた

よしかちょう

おだわら

いしかりぐんとうべつちょう

えちぜんちょう 埼玉県秩父市
(株)ゼンリン、
秩父市、
(株)日通総合研究所

ちちぶ

神奈川県小田原市
慶應義塾大学SFC研究所、
神奈川県、
ブルーイノベーション(株)

  2020年度は、下記の地域における実証事業に対して支援を実施。

福岡県福岡市
ANAホールディングス (株)、
福岡市

広島県大崎上島町
大崎上島町、佐川急便(株)

おおさきかみしま

ふくおか

過疎地・離島物流
（食料品・日用品等） 農作物物流医薬品物流
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社会実験の概要（2021年度実績）

過疎地・離島物流
（食料品・日用品等）

※　先頭に記載の事業者が代表事業者

農作物物流医薬品物流

 2021年度は、下記の地域における実証事業に対して支援を実施。　

愛知県新城市、豊川市
名古屋鉄道(株)、新城市、豊川市

しんしろ とよかわ

宮城県黒川郡大郷町
エアロセンス(株)、大郷町、
(一社)日本ドローン活用推進機構

山梨県小菅村
(株)エアロネクスト、ココネット(株)※

（※セイノーホールディングス㈱の事業会社）
、小菅村

こすげ

千葉県千葉市、横浜市
(一社)先端ロボティクス財団、
DSデンタルスタジオ(株)、千葉市、横浜市

長崎県五島市
豊田通商(株)、五島市

ごとう

静岡県浜松市
(株)ハマキョウレックス、浜松市

はままつ

熊本県南小国町
(一社)EDAC、(株)リアルグローブ、
南小国町

みなみおぐにまち

兵庫県猪名川町
日本コンピューターネット(株)、
公立大学法人大阪、兵庫県

いながわちょう

佐賀県多久市
笹川工業(株)、(株)トルビズオン、
多久市

た　く　

福井県永平寺町
日本商運(株)、永平寺町

えいへいじちょう

茨城県かすみがうら市、美浦村
(株)eロボティクス、かすみがうら市、美穂村

み　ほ

福井県敦賀市
(株)エアロネクスト、ココネット(株)※

（※セイノーホールディングス㈱の事業会社）
、敦賀市

つるが

大分県杵築市
(公社)大分県農業農村公社 、(株)オーイーシー、
(株)きっとすき、ciRobotics(株)、大分県

きつき
神奈川県小田原市
学校法人慶應義塾、小田原市

和歌山県有田市
(株)サカモト、 (一社)EDAC、
(株)リアルグローブ、有田市

ありだし

千葉県千葉市
(株)ダイヤサービス、千葉市

青森県三戸郡五戸町
セブントゥーファイブ(株)、五戸町、
(一社)日本ドローン活用推進機構

さんのへぐんごのへまち

宮城県黒川郡大郷町
セブントゥーファイブ(株) 、大郷町、
(一社)日本ドローン活用推進機構

くろかわぐんおおさとちょう

くろかわぐんおおさとちょう

おだわらし
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過疎地・離島物流
（食料品・日用品等）

社会実験の概要（2022年度実績）

※　先頭に記載の事業者が代表事業者

農作物物流医薬品物流

 2022年度は、下記の地域における実証事業を採択。今後、2次公募を行い、実証事業を拡大予定。

千葉県千葉市、横浜市
(一社)先端ロボティクス財団、
DSデンタルスタジオ(株)、千葉市、横浜市

茨城県かすみがうら市、美浦村
(株)eロボティクス、かすみがうら市、美浦村

み　ほ

石川県小松市
(株) NEXT DELIVERY、ココネット(株)、
小松市

佐賀県佐賀市
(株)佐賀新聞社、 佐賀県、佐賀市

鳥取県鳥取市
(株)NEXT MOTION、
(有)徳吉薬局
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業種分野横断的な物流標準化の取組

業種分野ごとの物流標準化の取組
加工食品分野

●加工食品分野における物流標準化アクションプラン（令和２年３月２７日公表）
・加工食品分野における物流標準化研究会
・加工食品分野における物流標準化アクションプラン フォローアップ会

青果物分野
●青果物流通標準化ガイドライン骨子（令和４年４月１５日公表）
・青果物流通標準化検討会

紙加工品分野
●紙加工品（衛生用品分野）におけるアクションプラン（令和４年４月１８日公表）
・紙加工品（衛生用品分野）物流研究会

※令和４年７月２８日時点

物流標準化の取組

・官民物流標準化懇談会
　議題：ハード・ソフト含むすべての物流各項目（パレット・外装サイズ、外装表示、伝票、データ・物流用
　　　　　語等）の業種分野横断的な標準化

連携
協力

日本物流団体連合会・　
物流標準化調査小委員会

パレット
●パレット標準化推進分科会 中間とりまとめ(令和４年６月２７日公表）
・パレット標準化推進分科会

【ソフトの標準化】SIPスマート物流サービス
●物流標準ガイドライン -ver.1.0-（令和３年１０月１５日公表）

菓子（スナック・米菓）分野
●菓子物流（スナック・米菓系）におけるパレット標準化ガイドライン（令和４年５月２０日公表）
・菓子パレット標準化促進協議会
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「官民物流標準化懇談会」構成員（五十音順、敬称略）

荒木　毅　　　　日本商工会議所 社会資本整備専門委員会委員長
                  （富良野商工会議所会頭）
池田　潤一郎　一般社団法人日本物流団体連合会 会長

 岩村　有広  一般社団法人日本経済団体連合会 常務理事
 内田　富雄  一般財団法人日本規格協会 業務執行理事
 神林　幸宏  全国農業協同組合連合会 常務理事

 栗島　聡  公益社団法人経済同友会 幹事
 神宮司　孝  株式会社日立物流 代表執行役副社長
 高岡　美佳  立教大学経営学部 教授
 寺田　大泉  公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 専務理事

 長尾　裕  ヤマトホールディングス株式会社 代表取締役社長 社長執行役員
 根本　敏則  敬愛大学経済学部 教授

二村　真理子　東京女子大学現代教養学部 教授　
 堀切　智  NIPPON EXPRESS ホールディングス株式会社

　　　　　　　　　 代表取締役副社長 副社長執行役員
松本  　秀一  ＳＧホールディングス株式会社 代表取締役

 馬渡　雅敏  公益社団法人全日本トラック協会 副会長
 味水　佑毅  流通経済大学流通情報学部 教授　

 米田　浩  一般社団法人日本倉庫協会 理事長
高橋　孝雄     農林水産省 大臣官房総括審議官（新事業・食品産業）
茂木　正　　　　経済産業省 商務・サービスグループ審議官

 堀内　丈太郎  国土交通省 自動車局長
鶴田　浩  久  国土交通省 公共交通・物流政策審議官

●第１回　官民物流標準化懇談会　（令和３年６月１７日）
・物流標準化の重要性や意義、検討すべき課題や、議論にあたって留意
　すべき観点等について確認。
・懇談会の下に個別の標準化テーマごとの分科会を設け、専門家の意見
　等も聞きながら標準化の方策について検討を進めていくことを決定。
・具体的には、まずは先行的に物流機器（パレット等）の標準化につい
　て検討する分科会の設置・開催を決定。

●第２回　官民物流標準化懇談会　（令和４年７月２８日）
・物流をとりまく全ての関係者に向けて、物流標準化の必要性と取組を呼
び掛け。

・「パレット標準化推進分科会」中間とりまとめを受けた今後の対応や、
　その他の物流標準化の取組について議論・検討・発信。

物流標準化の推進に向けた施策：官民物流標準化懇談会

　令和３年６月１５日に閣議決定された新しい総合物流施策大綱では、取り組むべき大きな柱のひとつとして「物流DXや物流標準
化の推進によるサプライチェーン全体の徹底した最適化（簡素で滑らかな物流の実現）」を提言。
　物流DXの推進のためには、その大前提として、物流を構成するソフト・ハードの各種要素の標準化が必要不可欠。長年の課題であっ
た物流標準化を実現するため、長期的視点でその課題や推進方策を議論・検討するため「官民物流標準化懇談会」を設置・開催。

※名簿は令和４年7月28日時点

概要

●パレット標準化推進分科会　
※第１回懇談会での議論を受けて、懇談会の下に設置・開催
　　第１回：令和３年９月７日
　　第２回：令和４年１月１８日
　　第３回：令和４年３月１日
　　第４回：令和４年５月１２日
    中間とりまとめ公表：令和４年６月２７日
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 〇関係者の責務（適切かつ公平な受益者負担）

　◆発荷主：取引環境改善・標準パレット導入・パレット前提の営業等　
　◆着荷主：パレット納品導入やこれを前提にした発注・パレット管理等　　　　　　　　　
　◆物流事業者：情報発信・提案・適正な対価の提示等
　◆パレットレンタル事業者・パレットメーカー：パレットの適切な利用拡大・
　　　循環システム構築に向けた取組等
　◆行政・物流団体・経済団体等が連携、パレット標準化の必要性等発信

官民物流標準化懇談会　パレット標準化推進分科会　中間とりまとめ（概要）

これからパレット化を図る事業者に推奨する規格（平面サイズ）：1100㎜×1100㎜(※）

※国内で最も生産・利用（全生産数量中約32％、JISのサイズ中約66％(令和4年5月時点)）。最多規格の利用割合が増えることで、積み替え削減、積
み付け・保管効率向上、機械化促進、コスト面でのスケールメリットが期待。

※業種分野の状況、商品特性等によっては、上記推奨規格の採用が困難な場合や、異なる規格の採用がより合理的な場合もある。 

＜今後の検討＞パレット利用実態の把握を進め、パレット化実施済みの事業者も含めたパレット標準化に向けて、規格（高さ・強度等）・
運用（循環システム実現等）の両面で引き続き検討。

・厳しい労働環境（手荷役等の附帯作業・長時間労働）
・2024 年にドライバーへの罰則付き時間外労働規制適用
・バラ積み・バラ卸し、パレット化荷物の積み替えの発生
　➡労働力不足深刻化・物流機能が維持できなくなるおそれ

　・新型コロナ流行による物流の重要性の再確認
　・ SDGs達成に向けた機運の高まり
　　➡荷主・物流事業者等の関係者が連携して強力に推進する必要性

「標準規格のパレットを標準化された方法で運用すること（ユニッ
トロード化・一貫パレチゼーション）を通じ、パレット化可能なすべて
の荷物の効率的な輸送・保管を実現する」

対象範囲：国内物流※／工場等の施設～卸売業等の物流施
設等（※国際的にはエリアによって標準サイズが異なり、国際間での一
貫化は課題も多いため、足元の国内課題に早急に取り組む。）

パレット標準化推進分科会
令和４年６月

〇パレット標準化の効果（今後、定量的効果の発信を目指す）

　・労働環境改善（荷役の負担・時間軽減）
　・物流効率化（共同輸配送の促進、DX・機械化の促進）
　・付加価値の創出（トレーサビリティの確保等）
　・物流機能の維持・強靭化
　・環境負荷低減
　　➡パレット標準化の効果は荷主を含めた各関係者に還元される

〇背景（物流の担い手不足や物流の重要性の再認識） 〇パレット標準化の定義等

実態把握を進め、規格・運用の標準化を検討。特に、2024年に向けバラ積み解消が急務のため、規格の議論を一部前倒し。　　　　　
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官民物流標準化懇談会　パレット標準化推進分科会　中間とりまとめ（参考）

◆パレット標準化推進分科会スケジュール（イメージ）

◆パレット標準化に向けた段階的取組

◆パレット分科会における検討の進め方

　　第１回：令和３年９月７日
　　第２回：令和４年１月18日
　　第３回：令和４年３月１日
　　第４回：令和４年５月12日

◆パレット標準化推進分科会開催状況

◆官民物流標準化懇談会　パレット標準化推進分科会　構成員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五十音順、敬称略／◎座長　

伊勢川 光　　一般社団法人日本物流団体連合会 理事・事務局長
加納 尚美　　一般社団法人日本パレット協会 会長
齋藤 弘憲　　公益社団法人経済同友会 執行役
重松 康夫　　一般財団法人日本規格協会 産業基盤系規格開発ユニット長
嶋﨑 真理　　一般社団法人日本倉庫協会 常務理事
高岡 美佳　　立教大学経営学部 教授

田中 浩一　　株式会社日立物流 ロジスティクスソリューション開発本部 
　　　　　　 ロジスティクステクノロジー部 部長
成瀬 慎一郎　日本通運株式会社 ロジスティクスエンジニアリング戦略室長
西井 茂　　　佐川急便株式会社 東京本社 輸送ネットワーク部 部長
畠山 和生　　ヤマト運輸株式会社 輸送機能本部 輸送戦略企画部 部長
藤原 敏彦　　全国農業協同組合連合会 経営企画部 次長
二村 真理子　東京女子大学現代教養学部 教授

北條 英　　　公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 理事 
　　　　　　 JILS総合研究所 所長
牧田 信良　　公益社団法人全日本トラック協会 常任理事
味水 佑毅　　流通経済大学流通情報学部 教授
宮澤 伸　　　日本商工会議所 地域振興部 部長
室賀 利一　　株式会社ＮＸ総合研究所 シニアコンサルタント
脇坂 大介　　一般社団法人日本経済団体連合会 産業政策本部 上席主幹

<行政>
武田 裕紀　　農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部 食品流通課 課長
中野 剛志　　経済産業省 商務・サービスグループ 物流企画室 室長
平澤 祟裕　　国土交通省 総合政策局 物流政策課 課長

日野 祥英　　国土交通省 自動車局 貨物課 課長

◎

パレット標準化推進分科会
令和４年６月
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対象 標準化の観点から
期待される効果/懸念点 イメージ ＜対象となる層に応じた取組方針＞

11型パレットを利用した一貫パレチ
ゼーション（一部の一貫化も含
む）導入を検討している層

◎無駄な手荷役削減
○パレット製造単価低減
◎自動化・機械化促進

○11型を利用した一貫パレチゼーションを行う複数事業者間の取
組実証支援

○業種分野内での議論への反映　等

→望ましい運用の在り方の詳細について、今後更に議論を深める必
要あり

※ただし、いずれの場合も、業界や製品の特性踏まえ、他のサイズが合理的である場合を除く

メーカー
工場等

卸センター
卸売市場等

１．パレット標準化推進分科会　中間とりまとめと今度の検討について

○第１回～第４回分科会にて議論：中間とりまとめ
　・パレット標準化の定義や重要性を発信。
　・これからパレット化を図る事業者に推奨する
　　サイズを提示。
　　→複数の選択肢が存在する中、更なる規格の分散や乱

立を予防。

○実態把握実施～2022年内
○実証実施～2022年度内
○第５回分科会以降本格的に議論実施～2023年度中

11型パレット導入は検討しているが、
一貫利用は想定していない層

△一貫用パレットへの移行の
阻害・遅れ

○パレット製造単価低減
○自動化・機械化促進

→パレット標準化の必要性・重要性等を発信しつつ、まずは一貫パレ
チゼーションが図られるよう働きかける必要あり

２．中間とりまとめを受けた対応（これからパレット化を図る事業者への11型の推奨部分）について
＜全般的な取組方針＞
行政・物流団体・経済団体等の連携による強力な発信（パレット標準化の必要性・重要性/効果/関係者の責務/パレットの資産性等）

パレット標準化推進分科会中間とりまとめを受けた取組方針と今度の検討
１（3）　物流標準化の取組の加速　
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３．パレット標準化推進分科会における今後の検討　
分科会での主な意見 意見を踏まえた今後の検討

⑴
最も重要なのは、標準的なパレットを循環させて現場の省力化と効率化を図り、物流クライシスに対
応していくこと。特に、同一のパレットで保管・輸送される一貫パレチゼーションの推進が重要。そのた
めには、規格と同時に、特に運用の標準化が重要であり、正確な実態把握を踏まえて規格・運用の
両輪で議論を進めるべき。

・令和4年8月以降、日本物流団体連合会 物流標準化調査小委
員会において循環スキームモデルを検討

・第５回以降のパレット標準化推進分科会において、上記モデルや
発着荷主も含む関係者からの意見を踏まえ、標準的な規格・運用
のありかたを検討

⑵ パレット標準化のためには、政策的工夫や、官民双方でのインセンティブが働くような構造の構築、実
際にパレットを利用する関係者による取組が必要。

パレット標準化推進分科会において、上記を踏まえた官民双方での
パレット標準化の推進方策を検討（下記４参照）

４．官民双方でのパレット標準化の推進方策検討にあたっての方向性（案）

分科会での主な意見 意見を踏まえ考えられる推進方策検討の方向性（案）
⑴ 本分科会において業種横断的な方向性も示すべき。 各関係者や業種分野別の取組間の連携強化

⑵ 実態を踏まえた議論が必要。パレット標準化が行われなかった場合と実現した場合との効果（物流
効率化、ドライバー負担軽減、SDGs等）比較も定量的に把握すべき。 物流全体でのパレット利用に係る実態把握・発信

⑶ 物流危機の現状からパレット標準化推進分科会における議論成果を広く発信すべき。 パレット標準化に関する強力な情報発信（発着荷主や消費者の理解促
進含む）

⑷ 働き方改革やSDGsの実現といった効果もしっかりと出しながら合意形成を図るべき。 労働基準行政の推進
⑸ パレット標準化の前提として、荷主がドライバーの附帯作業にかかるコストを適切に支払うべき。 附帯作業の明確化と料金収受の徹底

⑹ ドライバーの負担軽減につながるパレット標準化の導入を、サービス体系からも誘導できるような構造
にすべき。 商品・サービス価格による戦略的誘導

⑺ パレットが適切に循環する仕組みを整えるとともに、パレット標準化のコストは、パレット利用によってメ
リットを享受する受益者間で公平に負担されるべき。 一貫パレチゼーション促進のための体制確保と適切な費用分担の徹底

⑻ パレット標準化の前提として、パレットの紛失は大きな課題・導入障壁であり、これを防止するための
発信をすべき。 パレット紛失防止対策

⑼ パレット標準化に取り組みたくなるような後押しや、負担を緩和する取組も手立てすべき。 優良企業認定や表彰等による奨励

⑽
規格だけではなく運用上も標準化できている取組を支援すべき。取り組み易い業種分野等での導入
を支援して好事例を作り出すべき。パレットを循環させるための共同回収の仕組みを構築すべき。導
入に伴って発生する負担についても考慮すべき。

国による支援・普及促進策

⑾ パレットに整合する外装段ボールサイズや商品サイズ等、デザイン・フォー・ロジスティクスの考え方を浸
透させるべき。 パレット標準化に資するデザイン・フォー・ロジスティクスの取組推進

今後、下記のような様々な方向性について、具体的な推進方策の是非や実現可能性等を検討。
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• 「物流標準ガイドライン」の主な目的は、物流・商流データ基盤内で取り扱うデータの標準形式を規定することである。
• SIPスマート物流サービスでは、データ基盤に導入する「要素基礎技術」の一つとして「個別管理データを抽出し変換する
　技術（物流・商流データ基盤への提供データを独自形式から標準形式へ自動変換）」を開発するとともに、より幅広い　
　データ連携等を可能とするためのガイドラインを策定・公表している。

物流業務プロセス標準

物流メッセージ標準

物流共有マスタ標準

■構成
●「物流XML/EDI標準（日本物流団体連合会）」や「UN/CEFACT」「ISO」「GS1」など、物流分野の国内標準、グローバルなコード体系をベースに規定

■策定の目的
「物流標準ガイドライン-ver.1.0-」について

●「物流標準ガイドライン」掲載先：
　SIP2期「スマート物流サービス」サイト
　https://www.pari.go.jp/sip/htdocs/doc/
　standard/standard%20guidelines%20v1.0.pdf

●システム構築にあたっては、物流標準ガイドラインへの準拠をご検討ください。
　開発・改修・運用に関するお問い合わせは、スマート物流サービス標準化
　検討WG　（事務局：㈱野村総合研究所）までお願いいたします。
　メールアドレス：sip-wgx@nri.co.jp

メッセージやマスタで利用する日付表現や場所コード、企業コード、商品コード、出荷梱包コード等の桁
数や構造を規定。

物流業務におけるデータ交換の標準的手順を規定。集荷、配達、入庫、出庫などのプロセス単位に、
誰が、誰に対し、どの情報を、どの順序で受け渡すのかについて記載。（例：「入庫プロセス」では、寄託
者Ａが倉庫事業者に対し、「入庫予定情報」を送信。倉庫事業者は入庫作業後に、「入庫報告情
報」を、寄託者Ａに送信 等）

物流業務におけるデータ交換の際に必要なデータ項目や、データ項目の定義、値の型（属性と最大桁
数）等を記載。（例：「入庫予定情報」には、「入庫予定日」「貨物明細」「荷届先」等の情報を含め、
「入庫予定日」の値の型はX(8)とする 等）

物流・商流データ基盤において、利用するマスタデータ項目（事業所情報、車輛情報、商品情報、輸
送容器情報）を定義。

コード標準

１（3）　物流標準化の取組の加速　

https://www.pari.go.jp/sip/htdocs/doc/standard/standard%20guidelines%20v1.0.pdf
https://www.pari.go.jp/sip/htdocs/doc/standard/standard%20guidelines%20v1.0.pdf


外装表示

納品伝票

データ

●令和３年６月３日、第１回「加工食品分野における物流標準化アクションプラン フォローアップ会」を開催。
●令和２年3月の同アクションプラン策定後、約１年間の各項目の進捗状況を共有。アクションプラン策定時の参画企業に　
　加え、周辺他分野より、約４０の企業・団体がオブザーバーとして出席。
●今後も定期的に開催し、情報共有・方針の検討を行うことで、加工食品分野内外における標準化を推進する。

GS1 Japanによる「ケース単位への日付情報等の
バーコード表示ガイドライン」策定の取り組み

加工食品分野における外装サイズ標準化協議会による
「外装サイズ標準化ガイドライン」策定の取り組み外装サイズ

SIPスマート物流サービスによる「物流・商流データ基
盤」の開発、「標準化ガイドライン」策定の取り組み

複数システムベンダーによる伝票電子化システム間の
相互連携の取り組み

「ＳＩＰスマート物流サービス」
物流・商流データ基盤

SIP物流標準ガイドライン

【分野別の標準化取り組み】

加工食品分野における物流標準化アクションプラン フォローアップ会
１（3）　物流標準化の取組の加速　
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菓子物流（スナック・米菓系）におけるパレット標準化ガイドライン

ガイドラインの概要
【基本的な考え方】
 ・ 菓子（スナック・米菓系）では、軽量で多品目という商品特性のため、輸配送において手積み手卸しが行われていることが多く、”持続可能な
　菓子物流の実現“に向けて、物流の省力化・効率化方策の１つとして、業界全体でパレット利用を拡大していくことが重要である。

【パレット標準化のあり方】
　・パレットの平面サイズ    ：11型（1,100×1,100）を推奨サイズとし、12型（1,200×1,000）の取扱いは継続検討とする。
　・パレットの材質　　　　    ：菓子という商品特性上、品質管理が特に重要であることから、プラスチック製を推奨する。
　・パレット荷姿の高さ基準：１段1,300mm以下（パレット高さを含む）と設定する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,300mmは上限値であり、この範囲内で各社の事情に合わせた数値を設定して構わない）

【対象範囲】
 ・ 菓子物流におけるパレット化の対象は、メーカー工場等（生産拠点）→メーカーDC（物流拠点）→卸売業・小売業のDC（物流拠点：在 
   庫型）およびTC（物流拠点・通過型）までであり、卸売業・小売業のDC/TCから店舗までは対象外と想定している。 

＜メーカー＞
江崎グリコ㈱、亀田製菓㈱、カルビー㈱、㈱栗山米菓、
㈱湖池屋、日清シスコ㈱、㈱ブルボン、ぼんち㈱
＜卸売業＞
コンフェックス㈱、㈱山星屋、三菱食品㈱
＜物流事業者＞
トランコム㈱、丸紅ロジスティクス㈱、㈱合通カシロジ、
ダイセーロジ㈱、新潟輸送㈱
＜パレットレンタル事業者＞
三甲リース㈱、日本パレットレンタル㈱、ユーピーアール㈱
＜オブザーバ＞
国土交通省（物流政策課・貨物課）、農林水産省、
経済産業省／日清食品ホールディングス㈱

菓子パレット標準化促進協議会　構成員

今後の検討事項
【パレット共同回収・共同利用のあり方】
 ・ 一貫パレチゼーションに向けた共同回収・共同利用のあり方
 ・ レンタルパレットの活用方法
【パレット利用拡大に向けた取組】
 ・ 商慣習の見直し（発注単位の拡大、リードタイム延長、納品期限緩和）
 ・ 待機時間・作業時間の削減（予約システム等を活用した納品スケジュールの
　 適正化、伝票電子化・検品レス、附帯作業の削減）
 ・ 外装サイズの標準化

※下線２社が事務局 51
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メーカーDB メーカーDB 小売DB 小売DB

小売DB

非効率なサプライチェーン

データ未連携メーカーDB データ未連携

要素基礎技術

課題

研究開発

作業生産性
向上

トラック
積載率向上 在庫量削減 トレーシング

強化

省力化・自動化に
資する自動データ
収集技術の開発

重量・採寸情報等

作業情報等

荷台情報等

データの標準化・連携

卸DB 卸DB

卸DB

物流・商流
データ基盤の構築

SIPスマート物流サービスについて（平成３０年度～令和４年度）

SIP物流標準ガイドライン

研究開発項目（B）

●「モノの動き（物流）」と「商品情報（商流）」を見える化し、個社・業界の垣根を越えてデータを蓄積・解
析・共有する「物流・商流データ基盤」を構築中。これにより、トラック積載率の向上や無駄な配送の削減等を
実現し、生産性の向上に貢献する。

研究開発項目（A）

要素基礎技術

プロトタイプ
モデル

①データ主権担保技術
②非改ざん性担保技術
③個別管理データ抽出・変換技術
④入出力高速処理技術
⑤他プラットフォーム連携技術

地域物流 リテール

医療機器 医療材料 アパレル

物流・商流データ基盤
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地域物流
社会実装主体

概要

セイノー情報サービス株式会社（SIP地域物流ネットワーク化推進協議会）

物流の需給管理システムを活用した、業種・業態を跨ぐ、中ロット貨物のパレット単位での共同輸送
コーディネートサービスの提供。

社会実装進捗状況
/業種等

2021年10月～

開始時期

医療機器
社会実装主体

概要

日本電気株式会社（医療機器物流情報プラットフォーム協議会）

高度管理医療機器分野（人口関節等）における、自動認識タグ導入による物流情報の可視化
（在庫情報等）やメーカー～ディーラー間共同輸配送サービス等の提供。

2022年8月～

リテール
社会実装主体

概要

公益財団法人流通経済研究所　

データ共有による、コンビニ物流の共同化（共同輸送等）、伝票電子化/検品レス、バース予約連携
サービス、メーカーマッチング往復・共同輸送サービス等の提供。

2022年10月～(予定)

医療材料
社会実装主体

概要

帝人株式会社　

医療材料分野（ガーゼ、手袋等の手術キット）における、自動認識タグ導入によるディーラーから
医療機関への物流・発注業務効率化サービス等の提供。

2023年1月～(予定)

アパレル
社会実装主体

概要

一般社団法人日本アパレルファッション産業協会　

アパレル業界における、データ連携基盤を活用した受発注・配送情報等の共有による共同物流
サービス等の提供。

2023年2月～(予定)

研究開発項目（Ａ）　社会実装進捗状況
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／技術 社会実装進捗状況 社会実装のイメージ

荷物サイズ･荷
姿種別等判定
に資する映像
処理AI技術

社会実装主体：Automagi株式会社

概要：既存のｽﾏﾎ搭載機能（単眼カメラ及び
LiDARなど）を使い、荷物の大きさやケアマーク
等を高い精度で計測するサービスを商品化。アプ
リをダウンロードﾞまたはSDK提供によりシステムに
組み込んで物流現場及び個人の省力化に寄与。

荷物データを
自動収集でき
る自動荷降ろ
し技術

社会実装主体：佐川急便株式会社

概要：物流データをセンサーで取得するとともに、
バラ積み荷物をティーチングレスで自動荷降ろし
するロボットを商品化。検品レスや他のデータとの
連携、荷降ろし現場の効率化に寄与。

収集するデータ

1 サイズ

2 重量

3 タグ情報

4 荷降ろし場所

5 荷降ろし時間

6 荷物画像

マニピュレーターを前後左右に動かし
奥の荷物も荷降ろし可能

2022年3月～

2023年3月～
（予定）

研究開発項目（Ｂ）　社会実装進捗状況
開始時期

１（４）　物流・商流データ基盤の構築等　
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第２回「高度物流人材シンポジウム」　（令和４年３月17日開催）

開催趣旨
　人手不足やデジタル化の遅れ、新型
コロナの影響等も深刻な中で、物流分
野は各種課題への対応を求められると
同時に、世界では産業競争力強化の
要として注目が集まるなど、変革の時を
迎えている。一方、地道な課題解決や、
海外の動向を踏まえた意欲的なチャレ
ンジ、先端技術の活用など、DXの推
進にあたって求められる人材像は多岐
にわたる。
　本シンポジウムでは、様々な経験を経
て、まさに物流ＤＸを第一線で推進す
る登壇者の講演・ディスカッションを通じ
て、今後求められる具体的
なスキルや、その習得方法、育成のあり
方等を明らかにする。

概要

〇令和４年３月１７日（木）
〇オンライン形式
〇国土交通省・経済産業省・SIPス
マート物流サービス管理法人　共催
（文部科学省・農林水産省・日本
物流団体連合会・日本ロジスティク
スシステム協会　後援）
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物流生産性向上促進調査事業＜高度物流人材の育成・確保＞

○　物流標準化を含めて物流DXを推進するためには、幅広い視野に立って経営戦略を構築することのできる高度物流人材が必要不
可欠。一方、物流分野では中長期的な高度人材育成環境が整っていないばかりか、真に求められる人材像の明確化や共有も図
られていない状況。

現状・背景

高度物流人材育成の現状と課題

令和４年度予算額：６９百万円の内数

✔　体系的な高度物流人材育成の環境を構築するため、国内外の状況や各企業におけるニーズ等を踏まえ、
求められる様々な人材像を類型化・整理して発信する。

✔　現在各所で散発的に行われている、大学等における先端的な教育や、企業・団体等におけるリカレント教
育の知見を集約し、各類型ごとの高度物流人材育成のために効果的な教育方策をとりまとめ、横展開する。

✔　更に、産学連携による実践的なインターンシップ・プログラムを研究・開発し、大学・企業等における物流人
材育成機能の抜本的強化を図る。

大学等における物
流・サプライチェーン
専門のプログラム数

約7校 約50校

・経営幹部役職名
に「物流」「サプライ
チェーン」のいずれか
を含む企業数

約100社 約200社

※国土交通政策研究所「物流分野における高度人材の育成・確保
に関する調査研究(中間報告)」より作成。

今後求められる人材像の明確化と、官民の連携による高度物流人材育成
のための取組成果の集約・発信が必要不可欠事業の概要

IoT等の新技術を活用し、サプライチェーンの最適化を図ることが企業戦略上の
最重要点となる中で、物流分野においても経営全体の視点から効率化と高
付加価値を図るための企画・提案ができる人材の確保・育成が求められてい
る

欧米では企業における物流部門の重要度が理解され、大学等でも専門的な
教育が充実している中で、我が国においては、企業に求められる人材像の明

確化およびその教育体制ともに十分とは言えない状況となっている
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2. 最近の物流政策

　　（２）労働力不足対策と物流構造改革の推進（担い手にやさしい物流）
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策定時の値 現状値 目標値

（１）トラックドライバーの時間外労働の上限規制を遵守するために必要な労働環境の整備

　 ・トラックドライバーの
①年間所得額平均
②平均労働時間に関する目標

①
大型トラック　454万円
中小型トラック　419万円
全産業　487万円　（2020）

②
大型トラック　　2,532時間
中小型トラック　2,484時間
全産業　2,100時間（2020）

①
大型トラック　463万円
中小型トラック　431万円
全産業　489万円　（2021）

②
大型トラック　　2,544時間
中小型トラック　2,484時間
全産業　2,112時間（2021）

①
年間所得額平均を全産業平均ま
で引き上げる(2025)

②
平均労働時間を全産業平均まで
引き下げる（2025）

　 ・改正トラック法に基づく国土交通大臣による荷主への働
きかけにおいて違反原因行為に該当しうる荷主の行為が
実際に確認された際の対応状況率

100％
（FY2020）

100％
（FY2021）

100％
（FY2025）

　 ・「ホワイト物流」推進運動への参加企業数 1,201者
（FY2020）

1,388者
（FY2021）

3,000者
（FY2025）

　 ・新設倉庫における荷待ち発生率 約25％
（FY2020）

約23％
（FY2021）

０％
（FY2025）

　 ・物流総合効率化法による総合効率化計画の認定件数
（輸送網の集約等）[再掲]

141件
（FY2020）

192件
（2022.7）

330件
（FY2025）

（２）内航海運の安定的輸送の確保に向けた取組

　 ・船員１人・１時間当たりの輸送量 4,019トンキロ
（2018）

3,608 トンキロ
（2020）

4,919トンキロ
（2025）

２：時間外労働の上限規制の適用を見据えた労働力不足対策の加速と物流構造改革の推進（担い手にやさしい物流の実現）



策定時の値 現状値 目標値

（３）労働生産性の改善に向けた革新的な取組の推進

　 ・物流業の労働生産性 2,569円/時
（FY2018）

2,257円/時
（FY2019）

2025年度までに2018年度比で２割程度

向上させる

　 ・トラックの積載効率 33.7％（FY2019）（※

３）

38.2％
（FY2020）

50％
（FY2025）

　 ・物流総合効率化法による総合効率化計画の認定件数（輸配送の共
同化）

21件
（FY2020）

23件
（FY2021）

100件
（FY2025）

　 ・宅配便の再配達率 10％程度
（FY2020）

11.6％
（FY2021）

7.5％程度
（FY2025）

（４）農林水産物・食品等の流通合理化

　 ・物流効率化に取り組む事業者数（物流総合効率化法の総合効率化

計画又は食品等流通法の食品等流通合理化計画の認定件数）

64件
（FY2020）

122件
（FY2021）

200件
（FY2025）

（５）過疎地域におけるラストワンマイル配送の持続可能性の確保

・地方公共団体におけるドローン物流の社会実装件数（※４） ４件
（2022.7）

174件
（FY2025）

　 ・物流総合効率化法による総合効率化計画の認定件数（過疎地域） 14件
（FY2020）

14件
（FY202１）

100件
（FY2025）

（６）新たな労働力の確保に向けた対策

　 ・トラック運転に従事する若年層の割合 10.3％
（2020）

全産業　16.6％

10.1％
（FY2021）

全産業　16.6％

トラック運転に従事する若年層（15歳～29歳）

の割合を全産業の割合まで引き上げる。

（FY2025）

（７）物流に関する広報の強化

　

　

・物流のおかれている現状や課題に対して問題意識を持っている消

費者の割合

－ 88.9%
(FY2021)

100％
（FY2025）

・「担い手にやさしい物流」を実践している消費者の割合 － 58.1％(FY2021) 80％（FY2025）

２：時間外労働の上限規制の適用を見据えた労働力不足対策の加速と物流構造改革の推進（担い手にやさしい物流の実現）

（※３）2020年度の調査方法及び集計方法が変更されたことから、2019年度以前の数値との連続性を保つため、接続係数により遡及改定を行っている。
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２：労働力不足対策と物流構造改革の推進　（担い手にやさしい物流）

(1)トラックドライバーの時間外労働の上限規制を
遵守するために必要な労働環境の整備

(2)内航海運の安定的輸送の確保に向けた
取組の推進

商慣習の見直し、標準的な運賃の浸透、荷待ち時間の削減
ダブル連結トラック等の活用支援 等

■トラックドライバーの働き方改革等の推進

■ ダブル連結トラック等

        の活用支援

「標準貨物自動車運送約款」の改正

荷待ち件数が多い荷種の商慣習の見直し

⇒運賃と料金の区
別を明確化、「待
機時間料」等を料
金として規定、附
帯作業の内容を
明確化

⇒輸送品目別に
ガイドラインを作成
し、リードタイム延
長など商習慣の
改善を促進

国民運動の展開

⇒国民運動とし
て、荷主、一般
国民向けに輸送
の効率化等を呼
びかけ

改正貨物自動車運送事業法の取組の浸透等

【改正の概要】
１．規制の適正化
２．事業者が遵守すべき事項の明確化
３．荷主対策の深度化
４．標準的な運賃の告示制度の導入

⇒標準的な運賃の浸透を図り、ドライバーの労働条件（賃
金・労働時間等）を改善し、持続的な事業環境を実現
⇒コンプライアンス確保には荷主の配慮が重要であるというこ
とについて理解を求めるための働きかけを実施

船員の確保・育成、働き方改革の推進、
内航海運の運航・経営効率化 等

■ 船舶管理業の登録制度の創設

■ 船員の労務管理体制に係る見直し
＜新たな船員の労務管理スキームイメージ＞

使用者

労務管理責任者
必要な情報を把握し適切に労務管理

船内

船長

　　適時適切な措置
　　　（乗船サイクルの調整等）

船員

事務所（陸上）

船舶管理業者

オーナーA オーナーB オーナーC

船舶管理業務を委託
（船員雇用・配乗管理、運航実施管理、船舶保守管理）

（活用メリット）
船員の一括雇用・配乗や、共有部品の一括購入等により、効率化や
コストダウンが図られる
船員教育、船舶管理の高度化等による輸送の品質向上が期待

＜船舶管理業のイメージ＞

■ デジタル機器等の活用

 による荷待ち時間の削減

＜トラック予約受付システム＞

トラックドライバーが
到着時刻を予約

トラックの到着時間が平
準化され、荷待ち時間が
削減

⇒

ダブル連結トラック：１台で２台分の輸送が可能

特車許可基準の車両長を緩和（2019年1月～）

（21mから最大で25mへの緩和）

＜主なKPI＞
・トラックドライバーの①年間所得額平均/②平均労働時間に関する目標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
       【①年間所得額平均を全産業平均まで引き上げる②平均労働時間を全産業平均まで引き下げる】

＜主なKPI＞
・船員１人・１時間当たりの輸送量　【4,019トンキロ（2018年）→4,919トンキロ（2025年）】
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(3)労働生産性の改善に向けた
革新的な取組の推進

(4)農林水産物・食品等の流通合理化

２：労働力不足対策と物流構造改革の推進　（担い手にやさしい物流）

共同輸配送のさらなる展開、倉庫シェアリングの推進、
再配達の削減、ラストワンマイル配送円滑化の推進 等

ストックポイント等の流通拠点の整備、

卸売市場等における自動化・省人化、標準化やパレット化の促進 等

■ 共同輸配送のさらなる展開 ■ 新幹線等を

  活用した貨客混載

配送デポ

（共同宅配
ＢＯＸのあ
る共有ス
ペース）

自動配送ロボ

による配送

置き配

宅配BOX

食料品等

【配送実証の取組】
■ 再配達の削減 ■ 路上荷さばき対策

集配

重量物の
配送 住民への配送

（配送業務は
業者間で

シェアリング）

路外共同
荷さばき施設(例)

停車帯
（貨物車専用）(例)

地域における荷さばき
ルールの周知(例)

ソフト対策

ハード対策

納
品
先

■ 共同物流拠点の整備

データシステム連携によるトレーサビリティ確保・取引高度化

海外実需者

情報登録
情報共有

コールドチェーンによる品質維持

産地・出荷者
市場

拠点倉庫

■ データ連携システムの構築

＜主なKPI＞
・物流業の労働生産性　【2025年度までに2018年度比で2割程度向上させる】
・トラックの積載効率　【37.7%（2019年度）→50%（2025年度）】
・宅配便の再配達率　【10%程度（2020年度）→7.5%程度（2025年度）】

＜主なKPI＞
・物流効率化に取り組む事業者数（物流総合効率化法の総合効率化計画又は食品等流通法
の食品等流通合理化計画の認定件数）　【64件（2020年度）→200件（2025年度）】

・マッチングやデータ共有システム
　などデジタル化を促進
・異業種同士の共同輸配送　など

納
品
先

■ 自動化・省人化、標準化・パレット化
AI・ICTによるリモート商品管理・
マッチング、AGVによる自動搬送

パレット化による効率化
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(5)過疎地域におけるラストワンマイル配送の
持続可能性の確保

(6)新たな労働力の確保に向けた対策

(7)物流に関する広報の強化

２：労働力不足対策と物流構造改革の推進　（担い手にやさしい物流）

貨客混載や共同配送の推進、ドローン物流の社会実装化 等

女性、高齢者、外国人等の多様な人材が活躍できる
職場環境の整備、オペレーションの定型化・標準化 等

物流危機の現状や持続可能な物流の確保の重要性に関する社会の
共通認識を高めるための広報活動の強化

■ 路線バス、コミュニティバス等を活用した貨客混載

■ ドローン物流

■ 船員の働き方改革
■ トラックドライバー等への

          外国人の活用に関する議論
■ 物流DXの推進によるオペレーションの

     定型化・標準化を通じた多様な人材の確保・育成

■ 中継輸送の普及、パレット物流の促進
【中継輸送による日帰り運行の実現】

【手積みからパレット物流への転換】

■ 道の駅等を拠点とした自動運転サービス

＜主なKPI＞
・物流総合効率化法による総合効率化計画の認定件数（過疎地域）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【14件（2020年度）→100件（2025年度）】

＜主なKPI＞
・物流のおかれている現状や課題に対して問題意識を持っている消費者の割合　【100%(2025年度）】
・「担い手にやさしい物流」を実践している消費者の割合　【80%（2025年度）】

＜主なKPI＞
・トラック運転に従事する若年層の割合
　【トラック運転に従事する若年層（15歳～29歳）の割合を全産業の割合まで引き上げる。（2025年度）　】
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財政融資を活用した物流効率化

○人手不足等により物流効率化が求められる中、財政投融資の活用を図る
ことで、関係者の連携・協働による取組を資金面から後押しする。

物流総合効率化法に基づく流通業務総合効
率化事業※の実施を後押し

対象施設

※ 二以上の者が連携して、流通業務の総合化
及び効率化を図る事業

実
施
計
画

国

認
定

鉄道・運輸機構

財
政
融
資

貸
付

民間金融機関

貸
付

国の認定を受けた計画に基づき、物流
施設の整備を実施する物流事業者等

＜融資の対象となる取組の例＞
・トラックターミナル等の物流施設の整備
・中継拠点に供する施設の整備

 幹線輸送と都市内輸送の接続や陸上輸送と海上輸送等複
数の輸送モードの結節を行う機能等を有する一定規模の物
流拠点施設。

［対象施設のイメージ］

・幹線輸送と都市内輸送を結節する自動車ターミナル等の
   広域物流拠点

・ダブル連結トラック等に対応した共同輸送拠点

・幹線輸送を効率化するための中継輸送拠点

・陸上輸送と海上輸送等を結節する機能を持った物流拠点
   施設
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貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律（議員立法）の概要  （平成30年法律第96号）

トラック運送業の健全な発達を図るため、規制を適正化

時間外労働規制の適用（令和６年４月）を見据え、緊急に運転者の労働条件を改善

改正の目的

改正の概要

１．規制の適正化

参入要件を厳格化（欠格期間の２年から５年への延長や、資金力確保の厳格化等）

２．事業者が遵守すべき事項の明確化

定期的な車両の点検・整備の実施や社会保険料の納付等の義務づけ

３．荷主対策の深度化

トラック事業者の法令遵守に係る荷主の配慮義務や、国土交通大臣による荷主への働きかけの規定を新設

４．標準的な運賃
運転者の労働条件を改善し、持続的に事業を運営するための参考指標として「標準的な運賃」の制度を導入

【時間外労働規制が適用されるまで（令和６年３月）の時限措置】

【時間外労働規制が適用されるまで（令和６年３月）の時限措置】
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※令和４年８月２４日現在

荷主起因の違反原因行為の割合

対応内容 荷主数

要 請 １

働きかけ ６２

「働きかけ」等を実施した荷主数

49.0%

11.0%

13.0%

10.0%

7.0%

3.0%
7.0%

長時間の荷待ち

過積載

依頼になかった附帯業務

拘束時間超過

無理な配送依頼

異常気象

その他

働きかけ 要  請

※ 荷主の行為に独占禁止法違反の疑いがある場合は、公正取引委員会へ通知

勧告・公表

違反原因行為を荷主がしている
疑いがあると認められる場合

荷主が違反原因行為をしていること
を疑う相当な理由がある場合

要請してもなお改善
されない場合

貨物自動車運送事業法改正法附則第１条の２に基づく荷主への働きかけ等

国交省HPの意見募集窓口、地方運輸局からの連絡、適正化事業実施機関との連携等により、
国交省において端緒情報を収集。事実関係を確認の上、荷主関係省庁と連携して対応。

荷主対策の深度化
２（1）トラックドライバーの時間外労働の上限規制を遵守するために必要な労働環境の整備



平成30年改正後の貨物自動車運送事業法に基づき、運賃交渉力の弱い運送事業者の適正
な運賃収受を支援することを目的に、令和２年４月「標準的な運賃」を告示。
「標準的な運賃」では、運転者について全産業並みの給与、車両の更新期間５年、一般的な
利潤（自己資本金の１０%）などの経営改善につながる前提を置いて、参考となる運賃を示し
ている。
運送事業者が自己の経営状況を踏まえて運賃を分析し、荷主との運賃交渉に臨むことが肝要。　　

標準的な運賃

STEP１ 標準的な運賃制度を理解する

STEP２ 　　自社で運賃を計算する

STEP３　　　荷主と運賃を交渉する

STEP４　    運賃の事後届出を行う

標準的な運賃　届出までのプロセス

●セミナー、各種協議会による周知・浸透

●経営状況の振り返り・分析を促進

　・ドライバー人件費　 ・車両の更新費用
　・実車率　 ・保険料　 ・適正利潤

●運賃交渉の障壁解消

　　・荷主の理解　

※標準的な運賃の届出率　４９．２％　（令和４年７月末時点） 66
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 〇    国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に確保するため、若者、女性、高齢者も含めた全ての人にとって魅力あ
る「よりホワイト」な職場づくりを行う取組。

 〇　荷主企業、トラック事業者など、関係者が連携して当該取組を強力に推進。

「ホワイト物流」推進運動　～ ホワイト物流推進運動の概要 ～

国  民

[自主行動宣言企業]
※１，４５０社（令和4年7月末時点）

その他企業

イメージアップ↑

売上増 ・ 就職者増 価格競争回避
 取引企業の増

信頼性向上↑＝ ＝

荷主企業
トラック事業者

理解・協力
理解・協力

平成30年 5月30日 
「ホワイト物流」推進運動を重点施策とする 「自動車運送事業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議政府行動計画」が決定

※ホワイト物流推進運動の取組企業が働きやすくなっていることについてPR

※トラックドライバーのうち、１０代・２０代は約１０％、６５歳以上は約９％、女性は約３％

【必須項目】

　・取組方針
　・法令遵守への配慮
　・契約内容の明確化・遵守

推進運動のイメージ

【推奨項目】　※企業の判断で複数項目から選択

　Ａ．運送内容の見直し
　Ｂ．運送契約の方法
　Ｃ．運送契約の相手方の選定
　Ｄ．安全の確保

（宣言が多い上位3項目）
　・物流の改善提案と協力
　・異常気象時等の運行の中止・中断等
　・パレット等の活用

宣言内容
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○ 令和元年11月  ： 労働条件分科会の下に、「自動車運転者労働時間等専門委員会」を設置

○ 令和３年４月  ： 専門委員会の下に、 「業態別作業部会」を設置

　　　　　　　　　

○　令和４年12月頃　：　改善基準告示　改正　（令和６年４月　施行）

○ 令和５年１月以降 ： 運送事業者、発注者に対し、国交省はじめ関係省庁と連携した周知

実態調査、疲労度調査、海外調査を実施

自動車運転者　改善基準　見直しの検討状況

▸ 自動車運転者については、令和６年４月以降、年９６０時間の上限規制の適用を受ける。
▸ 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）は、自動車運転者について、その業務の特性を踏まえ、
  一律に適用される労働基準法では規制が難しい拘束時間等の基準を定めたもの。
▸  働き方改革関連法により令和６年４月から罰則付の時間外労働の上限規制が適用されることから、労働政策審議会の下に
  「自動車運転者労働時間等専門委員会」を設置し、議論を進めてきた。
▸　タクシー・バスは３月末にとりまとめ。トラックは今夏までにとりまとめを目指す。

  計４回議論、実態調査

・ 令和４年５月19日、６月14日、７月20日、８月18日：作業部会開催

・ ９月上旬：第９回作業部会（トラックとりまとめ予定） 

・ ９月中旬以降：第９回専門委員会（全体とりまとめ：ハイヤー・タクシー、トラック、バス）

タクシー部会

  ○　令和４年３月　　：　中間とりまとめを実施

バス部会 トラック部会
計６回議論 計６回議論

２（1）トラックドライバーの時間外労働の上限規制を遵守するために必要な労働環境の整備
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持続可能な物流の実現に向けた検討会について
２（1）トラックドライバーの時間外労働の上限規制を遵守するために必要な労働環境の整備



ダブル連結トラックの利用促進

山陽道

東名・
新東名 圏央道

東北道

九州道・
関門橋

名神・
新名神

・国内貨物輸送の約８割がトラック輸送

・深刻なトラックドライバー不足が進行（約４割が50歳以上）

・平成31年１月より、特車許可基準の車両長を緩和し、新東名を中心に
 ダブル連結トラックを本格導入

・平成31年４月より、複数の物流事業者による共同輸送を本格的に開始

・令和元年８月より、物流事業者のニーズを踏まえ、東北道や山陽道な
   ど、対象路線を拡充

・特殊車両通行許可台数は、令和元年５月時点と比較し約10倍に増加
 運行企業６社、許可台数14台 ⇒ 運行企業13社、許可台数205台
    （令和元年５月時点）         （令和４年６月時点） 

＜背景／データ＞

○物流生産性向上や、ダブル連結トラックの幹線物流での普
 及促進を図るため、SA・PAにおける駐車マスの整備等を
 推進（運行路線の東北道、新東名、山陽道等で整備）

○ダブル連結トラックの休憩スペースの確保のため、運行便
 数が多く、休憩ニーズが高い箇所で駐車予約システムの実証

実験を実施

○ 深刻なドライバー不足が進行するトラック輸送の省人化を図るため、１台で通常の大型トラック２台分の
輸送が可能な「ダブル連結トラック」の利用を促進します。

［ダブル連結トラックの走行区間・駐車予約システムの導入］

特車許可基準の車両長について、21mから最大で25mへ緩和

ダブル連結トラック：

1台で2台分の輸送が可能

<駐車マスの整備状況>

新東名 浜松ＳA(上)

<路内>
土山SA

(上り・下り)
（新名神）

<路外>
浜松いなさ
（新東名）

<路内>
静岡SA

(上り・下り)
（新東名）

<路内>
足柄SA
(上り)

（東名）

(凡例) 
　：主な走行区間

［ダブル連結トラックによる省人化］

<路内>
豊橋PA
(下り)

（東名）

＜路内駐車場(足柄SA、静岡SA、土山SA)＞ ＜浜松いなさIC路外駐車場＞

・令和3年4月から足柄SA(上り)運用開始
・令和3年7月から静岡SA(上下)運用開始
・令和3年10月から土山SA(上下)運用開始 ・令和3年4月から運用開始

ETC2.0簡易型路側機
（出退・予約管理）

路外駐車場

２（1）トラックドライバーの時間外労働の上限規制を遵守するために必要な労働環境の整備
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物流に関する広報に関する調査について
●物流分野における労働生産性の向上等の物流課題の解決に向けては、物流を取り巻く現状・課題やその解決のための取

組の重要性について、関係者や一般消費者に認識してもらうことが極めて重要であり、総合物流施策大綱においても、物
流に関する広報を強化することとしている。

●本調査では、物流を取り巻く現状・課題や、目指すべき方向性に関する広報を強化するための効果的な方策等を検討する。

一般消費者が物流危機に対して、どのように認識しているか把握す
ることで、広報戦略として必要とされる要件について示唆を得る。
（令和４年9月末実施想定、計５問／1000名まで。）

一般消費者向け定量アンケート
物流危機への意識、取組み状況を確認するために、物流事業者や
荷主を対象にWEB定量アンケートを実施。
（令和４年9月末実施想定）

事業者向け定量アンケート

物流危機がもたらす、生活者への影響、企業活動への影響、物流危機に対する認識の現状、取り組み状況、その推進のうえでの課題点
等について、ヒアリングを実施。（令和４年10月以降随時実施）

ヒアリング

その他
文献調査、ビッグデータ調査も実施。以上事項をとりまとめ広報戦略立案を実施。（令和５年１月頃）

【想定設問案　計5問まで】
Q.　物流に関して行っている現在行っている行動
　　　 (宅配BOXの利用、置き配等）など
Q.　物流危機が迫っていることを認知しているか
Q.　物流危機について現在どの程度の問題意識があるか
Q.　物流危機の詳細を聞いて問題意識は高まるか
Q.　物流危機に取り組む企業についてどう感じるか

【想定設問案】
Q.　物流危機に対する危機認識の強さ
Q.　物流危機に対する現在の取り組み状況
Q.　現在、取り組んでいる取り組みの詳細（自由回答）
Q.　物流危機への取り組みにおける課題感
　　：個社対応が難しい、生活者意識etc
Q.　事業者の情報（会社名／担当部署／連絡先）　など

２（７）　物流に関する広報の強化



2. 最近の物流政策について

（３）強靭で持続可能な物流ネットワークの構築（強くてしなやかな物流）
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策定時の値 現状値 目標値

（１）感染症や大規模災害等有事においても機能する、強靭で持続可能な物流ネットワークの構築

  ・大企業及び中堅企業の物流事業者におけるBCPの策
定割合

＜大企業＞

68％（FY2019）

＜中堅企業＞

50％（FY2019）

調査中 ＜大企業＞

ほぼ100％
（FY2025）
＜中堅企業＞

55％（FY2025）

  ・道路による都市間速達性の確保率 57％（FY2019） 57％（FY2020） 63％（FY2025）

  ・港湾の耐災害性強化対策（地震対策）
（大規模地震時に確保すべき海上交通ネットワーク
（約400ネットワーク）のうち、発災時に使用可能な
ものの割合）

33％
（2020）

34％
（FY2021）

47％
（FY2025）

  ・トラックの人身事故件数 15,606件
（2019）

14,031件
（2021）

2025年までに9,100件
以下

（２）我が国産業の国際競争力強化や持続可能な成長に資する物流ネットワークの構築

  ・道路による都市間速達性の確保率[再掲] 57％（FY2019） 57％（FY2020） 63％（FY2025）

  ・我が国に寄港する国際基幹航路の輸送力の確保 京浜港 週27万TEU
（欧州：週２便、北米：デイ
リー寄港、中南米・アフリ
カ・豪州：３方面・週12便）

阪神港 週10万TEU
（欧州：週１便、北米：デイ
リー寄港、アフリカ・豪州：
２方面・週５便）
（2019.7）

京浜港 週21万TEU
（欧州：週2便、北米：デイ
リー寄港、中南米・アフリ
カ・豪州：2方面・週10便）

阪神港 週9万TEU
（欧州：週2便、北米：デイ
リー寄港、アフリカ・豪州：
1方面・週3便）（2021.11）

京浜港 週27万TEU以上
（欧州：週２便、北米：デイリー
寄港、中南米・アフリカ・豪州：
３方面・週12便）

阪神港 週10万TEU以上
（欧州：週１便、北米：デイリー
寄港、アフリカ・豪州：２方面・
週５便）（FY2023）

  ・輸出先国・地域の規制に対応するためのHACCP対
応施設等を整備した卸売市場の件数

２件（2020） ４件（2022.3） 13件（2025）

  ・アジアにおける我が国物流事業者の海外倉庫の延床
面積

－ 4.3％増
（FY2020→21）

2025年度までに2020
年度比27％増

３：強靭性と持続可能性を確保した物流ネットワークの構築（強くてしなやかな物流の実現）



策定時の値 現状値 目標値

（３）地球環境の持続可能性を確保するための物流ネットワークの構築（※４）

・一定規模以上の輸送能力を有する輸送事業者の省エネ改
善率（特定貨物輸送事業者（鉄道300両～、トラック200台
～、船舶２万総トン～）及び特定航空輸送事業者（9000ト
ン～））

－ 直近5年間の改善率

平均-0.67％
(FY2020)

毎年度 直近５年間の改善率の

年平均－１％

・モーダルシフトに関する指標
 ①鉄道による貨物輸送トンキロ
 ②海運による貨物輸送トンキロ

①

184億トンキロ
（FY2019）

②

358億トンキロ
（FY2019）

①

165億トンキロ
（FY2021）

②

356億トンキロ
（FY2020）

①

209億トンキロ
（FY2025）

②

389億トンキロ
（FY2025）

・脱炭素化された物流施設の数 ２施設 ５施設
（FY2021）

35施設

（※４）地球温暖化対策計画（平成28年５月13日閣議決定）における目標に基づき設定したものについて、同計画に変更があった場合には、この指標も同様に変更されたものとみなす。また、同計画に
物流に関する指標が追加された場合には、本大綱においても当該指標が追加されたものとみなす。
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３：強靭性と持続可能性を確保した物流ネットワークの構築（強くてしなやかな物流の実現）



３：強靱性と持続可能性を確保した物流ネットワークの構築　（強くてしなやかな物流）

(1)感染症や大規模災害等有事においても機能する、
強靱で持続可能な物流ネットワークの構築

(2)我が国産業の国際競争力強化や持続可能な
成長に資する物流ネットワークの構築

災害発生時の基幹的海上交通ネットワーク機能の維持、
「ヒトを支援するAIターミナル」の各種取組の推進、
自動運転・隊列走行を見据えた道路整備 等

重要物流道路の拡充等トラックの大型化に対応した道路機能強化、
国際コンテナ戦略港湾政策の推進、農林水産物・食品の輸出拡大、
物流事業者の海外展開支援 等

■ 「ヒトを
支援するAI
ターミナル」
の各種取組の
推進

■ スマート

貨物ターミナル

■ 各輸送モードにおける輸送の安全確保

■ 農林水産物・食品の輸出拡大

卸売市場の

コールド
チェーン対応

輸出環境整備イメージ
■ 国際コンテナ戦略港湾政策の推進

■ 重要物流道路ネットワーク
基幹道路(直轄国道等) 基幹道路(高規格道路)

ＩＣ

アクセス路 主要拠点
（空港･港湾等）

アクセス路

脆弱区間

災害時の
代替機能
強化

基幹道路相互
の機能強化

空港､港湾等への
アクセス強化

代替路
災害時拠点
（備蓄基地・
総合病院等）

補完路

■ 自動運転・
隊列走行を見据
えた道路整備

実
証

実
験

エ
リ

ア

御殿場～浜松いなさ ６車線化整備済
（令和２年12月開通）

亀山西～大津 ６車線化整備中
（令和４年度から順次開通見込み）

大津～城陽
八幡京田辺～高槻 ６車線化（事業着手）

新東名・新名神（４車線）
新東名・新名神（６車線） 駿

河
湾
沼
津
Ｓ
Ａ浜

松
Ｓ
Ａ

隊列形成スペース整備中

設置イメージ

実験区間の合流部へ
注意喚起情報板を整備中

国際基幹航路の維持・増加

横浜港
南本牧ふ頭

集貨 創貨

競争力強化

流通加工機能
を備えた倉庫

大型コンテナ船
(24000TEU級）

国際フィーダー航
路による国内から
の集貨

高規格コンテナターミ
ナルの整備・一体利用

※RTG：タイヤ式門型クレーン（Rubber Tired Gantry crane)

AI等を 活用したターミナル

オペレー ションの 最適化

RTGの遠隔操作化

「CON PAS 」の活用による

コン テナ搬出入処理能力
の向上

荷役機械の故障の

予兆の事前把握

熟練技能者の暗黙知の継承

PSカードの活用に よりセ キュ

リティを確保しつつ、ゲート処
理の効率化・非接触化

コンテナダメージチェックの
効率化

外来トレーラー の自働化

＜主なKPI＞
・我が国に寄港する国際基幹航路の輸送力の確保
【京浜港　週27万TEU（欧州：週2便、北米：デイリー寄港、中南米・アフリカ・豪州：3方面・週12便）

 阪神港　週10万TEU（欧州：週1便、北米：デイリー寄港、アフリカ・豪州：2方面・週5便）　（2019年7月）
　→京浜港　週27万TEU以上（欧州：週2便、北米：デイリー寄港、中南米・アフリカ・豪州：3方面・週12便）
　　 阪神港　週10万TEU以上（欧州：週1便、北米：デイリー寄港、アフリカ・豪州：2方面・週5便）　（2023年度）】

・アジアにおける我が国物流事業者の海外倉庫の延床面積　【2025年度までに2020年度比27%増】

＜主なKPI＞
・道路による都市間速達性の確保率　【57％（2019年度）→63％（2025年度）】
・港湾の耐災害性強化対策（地震対策）
（大規模地震時に確保すべき海上交通ネットワーク（約400ネットワーク）のうち、発災時に使用可能なものの割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【33％  （2020年）→47％（2025年）】

■ 物流事業者の海外展開支援

• 日本式コールドチェーン物流
サービスを基にした国際標準の
普及

• 規制・インフラ等の改善に
向けた働きかけ

• 官民ファンドの活用



(3)地球環境の持続可能性を確保するための物流ネットワークの構築

３：強靱性と持続可能性を確保した物流ネットワークの構築　（強くてしなやかな物流）

モーダルシフトのさらなる推進、荷主連携による物流の効率化、各輸送モード等の低炭素化・脱炭素化の促進 等

■ モーダルシフトのさらなる推進

■ カーボンニュートラルポートの形成   

海外

国内

カーボンニュートラルポート（CNP）の形成イメージ

■ 倉庫の低炭素化の推進 

有人区画 省人区画    

照明無しの状況で
稼働する無人搬送車

・庫内作業の省人化に伴う 照明・空調のエネルギー
 消費削減及び再エネ設備によるエネルギー供給

・冷凍冷蔵倉庫における
 省エネ型自然冷媒機器
への転換

水素燃料船
超高効率LNG
＋風力推進船

アンモニア
燃料船

船上CO2

回収船

■ ゼロエミッション船の

   商業運航の早期実現

転
換
拠
点

納品先など
工場など

転
換
拠
点

環境負荷の

小さい鉄道や

船で輸送

■ 航空分野における脱炭素化

運航効率改善

空港の脱炭素化の推進
GPU（地上動力装置）の利用促進

再生可能エネル
ギーの導入促進

空港特殊車両等への
EV・FCVの導入促進

灯火・照明の
ＬＥＤ化

庁舎等の環境負荷低減

バッテリー
電動モータ 等

＜主なKPI＞
・一定規模以上の輸送能力を有する輸送事業者の省エネ改善率（特定貨物輸送事業者（鉄道300両～、トラック200台～、船舶２万総トン～）及び特定航空輸送事業者（9000トン～））　

【毎年度 直近５年間の改善率の年平均－１％】
・モーダルシフトに関する指標

　①鉄道による貨物輸送トンキロ　【184億トンキロ（2019年度）→209億トンキロ（2025年度）】　　②海運による貨物輸送トンキロ　【358億トンキロ（2019年度）→389億トンキロ（2025年度）】

■ 次世代自動車等の

      普及促進

FCVトラック

EVトラック

本邦航空会社による
持続可能な航空燃料
（SAF）を使用した
商用運航

機材・装備品等への新技術導入
例：航空機の電動化

76



国土交通省インフラシステム海外展開行動計画2022（R4.6.20付策定）
はじめに

第１章 基本的な考え方

第２章 今後取り組む主な施策

(１)鉄道
(２)港湾
(３)航空
(４)海事
(５)物流（新規追加）
(６)交通ソフトインフラ

（１）新戦略の追補を踏まえ強化する取組
  ○トップセールスの本格的再開
          →目標に向けた受注獲得・新規案件の形成
   ①O＆Mの参画推進による継続的関与の強化
   ②「技術と意欲のある企業」の案件形成・支援
   ③国際標準化の推進と戦略的活用 
      ④デジタル・脱炭素技術の活用

（１）インフラシステム海外展開の意義

(７)都市開発・不動産開発・
   住宅開発 ・スマートシティ
(８)水
(９)防災
(10)道路
(11)建設産業・建設技術

第３章 分野別の取組
（昨年からの変更点）
 新規案件 ４件（ウズベキスタン主要空港運営事業 等）
 削除されたもの ５件 受注   ３件（ボスポラス第２大橋補修事業 等）
           運営開始 １件（チンギスハーン国際空港運営事業）
           計画凍結 １件（リマメトロ３号線、４号線整備事業）

（２）インフラ海外展開の取組を進める上での重点戦略
       ①ポストコロナを見据えたより良い回復の着実な実現
  ②脱炭素社会に向けたトランジションの加速
     ③「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」を踏まえたパートナーシップの促進

（３）インフラシステム海外展開をとりまく情勢と課題
        ①ポストコロナを見据えた取組
       ②デジタル技術による社会経済構造の変革
       ③カーボンニュートラル実現に向けた国際的な動き
       ④経済安全保障の重要性の高まり
    ⑤国際的な競争環境の変化

（２）インフラシステム海外展開を推進するための主な施策
         ①「川上」からの継続的関与の強化
     ②PPP案件への対応力強化
             ③我が国の強みを活かした案件形成
          ④我が国コンサルタントによる調査の質の向上
          ⑤我が国企業の競争力の強化
          ⑥我が国企業の海外展開に係る人材の確保と環境の整備
          ⑦案件受注後の継続的なフォローアップ

（参考）主なプロジェクト（88→87件）

３（２）　我が国産業の国際競争力強化や持続可能な成長に資する物流ネットワークの構築



ASEAN諸国は、コールドチェーン物流の有望な市場。
  ⇒我が国の物流事業者の海外展開や農林水産物・食品等の輸出を促進。食品ロスや健康被害の削減にも貢献。

我が国の物流事業者の国際競争力強化を図るため、日本式コールドチェーン物流の規格化に注力。
  ⇒BtoCは国際規格（ISO23412）を策定済み。
  ⇒BtoBは日本規格（JSA-S1004）を策定済み。

両規格のASEAN等での普及に向けた働きかけを実施するとともに、JSA-S1004の早期の国際規格化を目指す。

【国際規格の採用を働きかけ】 ※経済産業省と連携

○ASEAN各国における国家規格化及び普及に向けた取組を働きかけ 
→タイで2021年６月に国家規格化。他ASEAN諸国にも働きかけ中。

【国際規格化＋日本規格の採用を働きかけ】
○JSA-S1004を基にした国際規格発行に向け、ISOでの議論を主導
○ASEAN重点５ヵ国（マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナム）での       
JSA-S1004の普及に向けたアクションプランを順次策定

小口保冷配送サービス (BtoC)

コールドチェーン物流サービス (BtoB)

ISO23412 ※2020年5月発行

JSA-S1004　※2020年6月発行

我が国のコールドチェーン物流サービスの標準化・普及

ASEANにおけるコールドチェーン物流の需要増

・所得・生活水準の向上に伴う冷蔵冷凍食品の消費増
・一方で、食料品の輸送途上での廃棄や健康被害が発生

冷蔵・冷凍食品の消費量（2015 vs 2025)

(万トン）
乳製品・アイスクリーム・冷凍冷蔵加工食品の消費量

３（２）　我が国産業の国際競争力強化や持続可能な成長に資する物流ネットワークの構築

78



JSA-S1004のASEAN各国への普及を推進するため、2020年度より、国内検討委員会を設置し、包括的な普及戦
略及び国別のアクションプランの策定に向けた議論を開始。
策定した戦略及びアクションプランに基づき、ASEAN重点５か国（マレーシア・インドネシア・タイ・フィリピン・ベトナム）
へ本規格の普及に向けた具体的な取組を実施。
ASEANコールドチェーン物流市場における現地物流事業者のサービス品質の向上に加え、我が国物流事業者の競争
優位性の確保・海外展開の促進が期待。

目指すアウトプット

普
及
戦
略

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン

重点5カ国共通

ASEAN重点5カ国へのJSA-S1004の効果的な普及を推進するため
に、日本の関係省庁や関係機関、物流事業者等が取るべき全体的
な取組の方向性を示したもの。

上記普及戦略を踏まえて、各国の事情に応じた具体的な取組
内容とその手順について示したもの。

マレーシア

・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・

インドネシア タイ フィリピン ベトナム

・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・

・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・

・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・

・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
普
及
戦
略
の
策
定

アクションプランの策定マレーシア

インドネシア

タイ

フィリピン

ベトナム

具体的な取組の実施

具体的な取組の実施

具体的な取組の実施

具体的な取組の実施

具体的な取組の実施

アクションプランの策定

アクションプランの策定

アクションプランの策定

アクションプランの策定

スケジュール

コールドチェーン物流サービス規格（JSA-S1004）の普及に向けた取組
３（２）　我が国産業の国際競争力強化や持続可能な成長に資する物流ネットワークの構築
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各国による規格開発提案

コールドチェーン物流サービス規格（JSA-S1004）の国際標準化

BtoB分野におけるコールドチェーン物流サービス規格であるJSA-S1004の国際標準化を推進するため、
日本は2020年8月に新たな技術委員会(TC:Technical Committee)の設置をISOへ提案し、2021
年1月に正式に承認された。
2021年12月、日本が提案したJSA-S1004をベースとした国際規格の開発が、TC315参加国による投
票により可決された。2022年2月にTC315内に設置されたワーキンググループにおいて、規格発行に向けた議
論を進めている。

委員会名： Cold Chain Logistics 
　　　　幹事国：日本
　　　　議   長：根本　敏則（敬愛大学経済学部教授）

参加国：　Pメンバー19か国、Oメンバー13か国

日本： 
　 BtoB分野におけるコールドチェーン物流サービス(JSA-S1004)
中国： 
　 非接触物流、用語と定義、分類、公衆衛生、トレーサビリティ
韓国： 
　 温度管理のための包装・車両・保管に関する評価・管理、
　 用語と定義　

国内審議委員会：
　　　　委員長：森　隆行（流通科学大学名誉教授）
　　　　委   員：国交省、経産省、農水省、厚労省、物流連、
　　　　　　　　　　JILS、日本倉庫協会、日本冷蔵倉庫協会、
　　　　　　　　　　日本物流システム機器協会、日本海事協会、
　　　　　　　　　　日本冷凍空調工業会、日本通信販売協会、
　　　　　　　　　　物流事業者、物流機器メーカー 等

戦略委員会(コアメンバー)：　   
                   国交省、経産省、物流連、日本海事協会、
　　　　　　　 　  ニチレイロジグループ本社、郵船ロジスティクス、
                   ヤマト運輸、日新

事務局：　日本規格協会

※Pメンバー：投票権あり、Oメンバー：投票権なし（オブザーバー）

＜今後の予定＞

＜TC315 Pメンバー＞

オーストリア、ブラジル、中国、
デンマーク、フィンランド、フランス、
ドイツ、インド、インドネシア、
アイルランド、イタリア、日本、韓国、
マレーシア、モーリシャス、シンガポール、
タイ、ウガンダ、イギリス

※2022年6月1日時点

TC315について

国内体制について

　2022年秋　　　　 　　　第3回国内審議委員会 
　　　　　　　　　　　　　　　 第3回総会、WG
　2024年12月（想定）JSA-S1004をベースとするISO規格の発行

３（２）　我が国産業の国際競争力強化や持続可能な成長に資する物流ネットワークの構築
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事業名：
 「ドライバー不足によりモノが運べなくなる」という
 社会課題解決に向けた高効率輸送スキームの構築

事業者：
 NEXT Logistics Japan(株)ほか15社

表彰式の様子

【目的】
  物流分野における環境負荷の低減、物流の
生産性向上等持続可能な物流体系の構築に
顕著な功績があった取組に対し、その功績を
表彰することにより、企業の自主的な取組み意
欲を高めると共に、グリーン物流の普及拡大を
図る。

【表彰の種類】
 ・大賞（大臣表彰）
 ・部門賞（局長級表彰）
 　①物流DX・標準化表彰
 　②物流構造改革表彰
 　③強靱・持続可能表彰（令和4年度創設）
 ・特別賞

【概要】

  物流分野のＣＯ２排出量削減等の環境負荷の低減や物流の生産性向上等を
促進するため、荷主、物流事業者など関係者におけるグリーン物流の重要性につ
いての認識の共有と交流を促進する会議として発足。

【主催】　国土交通省、経済産業省

　　　　　 日本ロジスティクスシステム協会、日本物流団体連合会

【後援】　 日本経済団体連合会

【設立】　 平成17年4月

【会員数】　約3,400 (物流事業者、荷主企業、各業界団体、シンクタンク、研究機関等)

【内容】

　グリーン物流に向けた民間の自主的な取組の拡大に向けて、

物流パートナーシップ優良事業者の表彰や取り組みの紹介等を実施

令和３年度　国土交通省大臣表彰

グリーン物流パートナーシップ会議
（世話人：一橋大学名誉教授　杉山武彦氏）

物流パートナーシップ
優良事業者表彰

異業種・異業態15社の連携により 関東～関西間での
ダブル連結トラックを使用した幹線輸送を推進

　グリーン物流パートナーシップ会議
３（３）　地球環境の持続可能性を確保するための物流ネットワークの構築



　ロジスティクス分野におけるCO2排出量算定方法共同ガイドラインVer.3.1

　
概要・目的

主な適用対象

・精度を重視する場合
・自社便、貸切（専用）便、共同輸配送等

・燃料使用量の直接把握が難しいが精度を重視する場合
・自らの事業活動に伴う排出量を把握する場合
・共同輸配送、一般混載等
・ハイブリッド車等低燃費車の効果を評価する場合

・燃料法や燃費法を利用することが難しい場合
・積載率の向上等の効果を評価したい場合
・トラックのみが対象
・共同輸配送、一般混載等

　本ガイドラインは国土交通省と経済産業省により、各種の算定手法を整理・統合して作成されたものであり、
わが国の物流分野におけるCO2 排出量の標準的な算定方法を示すものである。

　物流分野におけるCO2排出量の算定方法を普及させること、各企業が同一の手法を利用することにより、
CO2排出量の相互比較を可能にして透明性を高めることを目的としている。　（平成28年3月改訂）

　主なCO2排出量算定方法

・簡易に算出したい場合
・物流事業者への委託分
・特にトラック以外の輸送モード（鉄道、内航船舶等）

ロジスティクス分野における
CO2排出量算定方法

共同ガイドラインVer.3.1

荷主や物流事業者が、物流分野の環
境負荷低減に向けた各取組（モーダルシ
フト、トラック台数削減等）毎のCO2排出削
減量を算定する際に有効。複数荷主と物
流事業者での按分方法についても言及。
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